
辮
組獅

激論
　

灘鱒
叢

.

論
劇

…叢

傳
統
派

の
肚
會
連
帯
思
想

一
時
機
街
単

な

る
肚
會
革
命

の
企

階
級

に
就

い
て

・

経
済

と
自

由

・
時

外
棚

物
償
調
節

問
題

・

替
業
挽
論

…
肌脱

苑

租
税
貨
撫
の
地
方
別
研
究

一鞭

纏
殊

一
九
一
二

年
英
領
印
度
勢
働
事
議

小
責
相
場
と
卸
費
相
場

・

文
學
博
士

油
墨
博
士

文
學
博
士

綴
暦
墨
壷

法
華
博
士

法
華
博
士

米

川
庄

太

郎

河

上

雇

高

田

保

馬

堀

純

夫

小
川

郷
太

郎

河

田

嗣

郎

法

學

士

汐

見

三

郎

渋

墨

」

柴

田

規

矩

三

法

學

畳

汐

見

三

郎

r
I
一

」

r

F



時

論

物
偵
調
節
問
題

第

十
五
巻

〔第
四
號

八
二
)
.

五
六
〇

出
守旧

1

論
一

物

憤

調

節

問

題

河

田

嗣

郎

一

物

債

と

通

貨

物
慣
調
節
の
業
を
行
は
ん
が
爲

め
に
は
、
先
づ
以
て
物
債
騰
貴
の
装

を
造
議

す
に
至
り
た
る
諸
種
の
原
因

」

に
就

い
て
、
其

の
主

な
る
も

の
を
見
定

め
て
、
然
啓

上

に
て
其

の

一
々

に
射

し

て
適

當

な
る
方
策

を
講
ず

る
を
要

す

る
。

仍

て
試

に
、
職

時
以
来
我
國

に
於

け
る
驚

く

べ
き

物
債
騰
貴

の
勢

を
馴
致

せ
る
諸

々
の
原
因

ε
思

は

る
Σ
も

の

を
窺

っ
て
見

る
に
、
令
聞
.題
が

一
般

物
償

に
關
す

る

も
の
で
あ

る
か
ら

に
は
、

そ

の
原
因

ε
見
ら

る

べ
き
も

の
も

㍗
は
り
之
を

一
般
的
に
物
騰

貴
の
勢
を
形
成
す
窟

諸
事
情
の
中
に
求
め
ね
ば
な
畠

。
元
墾

破
物
婁

る
、

も
の
は
、
個
々
の
種
類
の
駄
賃
の
償
格

の
集
成
せ
る
も
の
だ
る
に
外
な
ら
ぬ
け
れ
こ
も
、
然

し
そ
が

一
般
物
債
葛

、し
て
考

へ
ら

る

、
限
り
は
、
個
々
の
財
貨
に
就

い
て
其
の
贋
格
騰
貴
を
齎
す
特
殊
の
原
因
を
爲
す
所

の
事
情

は
暫

`



,

く
之
脅
顧
み
な
い
で
、
虎
y

一
般
的
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
財
に
黝
し
て
其
の

一
般
的
償
格
水
準
を
高
む
る
原
因
を

r

掬
す
所

の
も

の
に
就
い
て
、
見
る
外
は
な
い
。

此
の
意
味

に
於
て
先
づ
物
償
騰
貴
の
原
因
を
寫
せ
る
も
の
ご
し
て
は

「、
通
貨
の
膨
脹
ε
信
用

の
膨
脹
ε
を
擧
げ

ね
ば
な
ら
漁
。

.

通
貨

の
膨
脹
ε

一
般
物
債
騰
貴
ε
の
二
現
象
の
關
係
に
就

い
て
は
.
筍
も
物
贋
な
る
も
の
が
財
物
ε
貨
幣
,し
の

交
換
比
を
示
す
も
の
陀
る
に
外
な
む
な

い
で
、
然

か
も

一
般
物
償
に
就

い
て
い
ふ
場
合
に
は
、
財
物
の
方
は
其
の

}
々
の
種
類

に
就

い
て
見
な
い
で
、
之
を

一
括
し
て
見

る
も
の
た
る
か
ら
に
は
、
両
者
間

に
密
接
の
關
係
あ
る
は

言
を
俟
た
ざ
る
次
第
で
、
そ
の
關
係
を
否
定
し
て
は
抑
も
議
論
は
成
立
ち
得
な
い
。
併
し
乍
ら
其

の
関
係
に
就

い

て
は
従
来
二
様
の
相
反
す
る
意
見
の
行
は
れ
た
る
こ
ε
、
人
の
好
く
之
を
知

る
通
り
で
あ
る
。
即
ち

一
方
の
意
見

は
、
物
償
騰
貴
の
事
實
あ
る
が
矯
め
に
経
済
界
に
於
け
る
財
貨

の
蓮
轄
を
行

3,必
要
上
巳
む
を
得
す
多
(
の
通
貨

が
必
要
ε
せ
ら
れ
通
貨
膨
脹
の
現
象
を
見
る
に
至
る
に
外
な
ら
す
ご
爲
す
も

の
之
で
、
他
方
の
意
見
は
、
通
貨
が

膨
脹
し
其
の
所
謂
購
買
力
が
減
少
す

る
爲
め
に
物
償
は
從
て
騰
貴
す
る
こ
・し
、
な
る
、
蓋
し
物
償
は
財
物
ご
貨
幣

嬉
の
交
換
割
合
を

い
ふ
も
の
な
れ
ば
、
貨
幣

の
債
疽
が
下
れ
ば
其
れ
ξ
財
物

ε
の
交
換
比
を
貨
幣
の
分
量
で
云
ひ

表
は
す
も
の
た
る
限
り
、
其

の
云
ひ
表
は
さ
れ
た
る
物
横
な
る
も
の
は
、
騰
貴

せ
ざ
る
を
得
な
.い
か
ら
だ
こ
駕
す

も
の
之
で
あ
る
。

.

時

論

物
慎
調
節
問
題

第
+
五
巻

(第
四
號

八
二
)

聾
八
一



陶

、

時

論

物
値
調
節
問
題

第
+
五
巻

〔第
四
號

閤八
四
)
7
n五
六
二

私
は
今
更
此
の
両
棲

の
議
論
の
當
否
を
詮
議
せ
う

ご
は
思
は
な
い
が
、
物
償
騰
貴
の
事
實
め
る
矯
め
に
経
済
界

に
多
く
の
分
量
の
貨
幣
が
必
要
ご
ぜ
ら
れ
る
ε
い
ふ
議
論
は
.、
其
黙

に
於
て
は
間
違
.つ
て
居
ら
阻
ε
し
て
も
、
從

て
即
ち
逓
貨
の
膨
脹
を
來
す
理
由
ご
七
て
物
償
騰
貴
の
事
實
を
敏

へ
な
け
れ
な
ら
阻
も
の
だ
ξ
し
て
も
、
通
貨
が

膨
脹
す
れ
は
貨
幣
の
限
界
奴
用
が
下
が
.り
其
の
各

躍
位
の
償
値
即
ち
所
謂
貨
幣
の
購
買
力
の
減
少
す

る
い
だ
ふ
こ

ε
は
、
否
定
す

べ
か
ら
ざ
る
所
で
あ
り
.
そ
れ
が
薦
め
に

一
般
物
償
の
騰
貴
を
致
す
事
實
は
之
を
拒
み
難

い
所

で

あ
る
か
ら
、
通
貨
の
膨
脹
ε

い
ふ
事
實
を

一
般
物
償
騰
貴
の

一
原
因
ε
見

る
こ
ε
は
、
決
し
て
安
富
を
峡
ぐ
も
の

こ
は
考

へ
ら
れ
源
。
通
貨
膨
脹
㊨
現
象
ε
物
慣
騰
貴
の
現
象

ご
は
多
少
循
環
的
に
働
く
も
の
な
り
・し
す

る
も
、
・し

毛
か
く
通
貨
膨
脹

の
事
實
が
物
償
騰
貴
の
原
因
ε
し
て
働
く
所
あ
る
限
り
は
、
物
儂
騰
貴
の
原
因
を
攻
究
す
る
に

當

っ
て
は
、
通
貨
膨
脹
の
事
實
を
掲
ぐ
る
の
止
む
を
得
ざ
る
も
の
が
あ
る
。

試

に
我
国
に
於
け
る
貨
幣

の
流
通
量
が
戦
時
以
來
如
何
に
増
加
し
だ
か
を
、
藪
字
で
示

せ
ば
左
の
通
り
で
あ
る

(毎
年
十
二
月
末
)

人
口
「
人
當

通

貨

維

高

距

貨

高

百
分
比

t

ー

ー

,

一

　

　

　

大

正

三

年

・
:

:

・
:
.

湯

沢
、
四
天

、
六
四
五

δ

∴

八
二
…

:

:

:

・
:

[
8

己

同

四

年

:

…

・
:

乗

蕊
δ

発

、
四
窒

苔

・
茜

六
:

:

:

:

…

・
一
重

夫

同

五

年

・㌔
:

・
・
:

、

藍

ゼ
、
=
}三

〇
二

;
「・
七
岩

.

.

.
・
.
.
:

.
:

∴

"西

.
(

同

六

年

ぎ

・
・
:

一
・
9
萎

「穴
・
聖

天
∴

〕亜
.-

…

…

・
三

等

(
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、

、

噌

'

彫

七

年

…

…

:

一
、
呂
(
E
、
三

雲

異

茜

.
　
ズ

「
…

.

.
:

.
:

.
　
昌
ル
き

同

八

年

,
.
,
…

,
・

一
、
倉

三
、
託

(
、
三

幅

冒」三
重

O
昌
:

・
:

:

:

∴

冨三
`
⊥

同

九

年
.

・
…

:

・

「
、
六
8

、
四
民

、
歪

九

「天

・
面

内
:

:

・
・
…

:

三

七
大
豊

同

十

年

・
:

:

・
:

一
、
砦
巧

δ
苫

、
(
七
〇

舌

・
五
究

:

…

:

:

■
:

舌

0
・
ロ

国
是
観

是
、
我
國
の
通
貨
は
戦
時
漸
増
し
、
大
正
八
年
-

即
ち
景
気
の
絶
頂
に
達

し
た
る
年
一

に
於
て
最

高
を
示
し
、
真
作
の
流
通
高
臓
大
正
三
年
に
於
け
る
流
通
高
の
三
四
二
%
即
ち
や
が
て
三
倍
宇

に
及
む
で
居
る
。

之
を
人
ロ

一
.人
當
り
に
就

い
て
見
る
も
三
二
七
%

に
増
加
し
た
。
其
後
は
少
し
流
通
高
の
減
少
を
見

π
け
れ
こ
も

ヒ

そ
れ
で
も
昨
年
末
に
於
て
総
流
通
高
は
大
正
三
年
末

に
比
し
三
倍
張

で
あ
る
。

其
間
我
国
の

}
般
物
.儂
は
左
表
指
数
の
示
す
が
如

さ
騰
貴
を
駕
し
た
。

六
月
末

+
二
月
末

大
正
三
年

回

四
年

同

五
年

同

六
年

一
〇
〇
・
口

力
(
∴
融

=

.
恥

三

八
λ

.

一
.….四
五

竃
六
・
六

石

へ
呉

三

四
・
三

同 同 同 同

十 九 入 一七
年 年 隼 年

六

月

末

」=
三
。
置

、

　三
∵

倒

「蚕

西

一δ
六
人

+

二
月

末

量

(
と

耳
二
え

　=
=
・六

一三
唱
《

即
ち
右
表
の
示
す
所

に
よ
れ
ば
、
我
国
の
物
償
も
大
正
八
年
末
を
以
て
緬
頂
ご
駕
し
、
其
時
の
物
横
指
倣
.ぱ
開

戦
前
月
だ
る
大

臣
三
年
六
月
末
の
折
敷
に
比
し
恰
も
三

一
一
・
九
%
に
當
り
物
償
は
正
に
三
倍
強
ε
な

っ
た
わ
け

で
あ
る
。
之
ご
前
表
通
貨
の
流
通
高
の
増
加
歩
合
ご
を
比
較
し
て
見
れ
ば
、
.両
者
の
略
ぼ
同

一
歩
合
を
示
す
を
見
.

る
。
尤
も
此
の
契
合
あ
れ
ば

ε
て
物
儂
騰
貴
の
歩
合
が
通
貨
増
加
の
歩
合
・し
常

に
正
比
例
し
て
進
む
も
の
ご
論
断

時

論

物
債
調
節
澗
題

第
十
五
巻

(第
四
號

八
五
)

五
六
三

2)捜 舗購鵠讐囎誓潔讐費1び 弧 灯三年胡勅猟



■

時

論

物
傾
調
節
問
題

第
+
五
巻

(第
四
號

八
六
)

五
六
四

す

る
こ
ε
は
出
来

難
く
、
又
}阿
者
　何

れ
が
原
因
で
何

れ

が
結

果

か
.こ
い

ふ
こ
ε
あ
、
セ

ゴ
此

の
比
較

だ
け
で
は
云

、

へ
面

こ
ε
だ
が
、

こ
も

か
く
両

者

の
比
較

に
依
て
両

者

が
凡

そ
李
行

し

て
進

む
だ
事
實

だ
け
は

之
を
知

る
こ
ε
が

出

来

る
。

脛
濟

界
が

一
般

に
非
常

に
景
氣

の
好

い
時

分
に
は

、
貨
幣

の
流
通
量

は
か
な
b
多

く

て
も
相

當

に
消
化

さ
れ

て

行
く

も
の
で
あ
り
、
叉
貨
幣

の
流
通

の
速

度

も
早

く

て
、
そ

れ
が
爲

め

に
物

償
騰
貴

の
勢

を
形
成
す

る
に
し
て
も

物
債

は
高

い
な
b

に
経
済
界

一
般
は
や
は
り
昆
凧
氣

よ

く
動

い
て
行
く
。
然

る
に
纒
濟

界
が
好
厳
氣

の
反
動

に
依
て

當
今

の
や

う
な
沈

衰
期
を
迎

へ
て
來
、
金
融

は
梗

塞

し
、
事
業

は
萎
靡

し
、
交

易

は
圓
滑
を
鉄

ぎ
消
費

不
如

意

`

な

っ
て
來

る

に
於

て
は
、
物

績
が
好

景
氣

の
飴
勢

の
ま

、
に
依
然

ε
し
て
高

き
に
居

る
こ
ε
は
、
生
産

上

に
も
清

費

上

に
も
到

底
堪

え
得

べ
か
ら

ざ

る
こ
ε

＼
な
ら

ざ

る
を
得
す

、
流
通
貨
幣

が
依
然

ε
し
て
多

い
ε

い
ふ
ε
、
経

、

濟

界
の
實

力

は
到
底

之
を

消
化

し
得

す

、
下
ら

ん
ご
す

る
物
償

は
之

が
爲

め
に
支

へ
ら

れ

て
下
落

し
得

ざ

る
こ
ご

、
な
り
,
彌

々
以

τ
経
済

界

の
困
難

を
増
す

こ
ε
ン
な

る
の
で
あ

る
。

さ
れ
ば
當

今
の
如

き
反

動
的

不
景
氣

の
時

期

に
際

し
て
は
、
生
産

方
面

に
於

け

る
貨
幣

の
需
要
減
退

ε
共

に
通

貨

の
高

は
自

ら
徐

々
に
減

少

し
も
て
行

く
外

は
な

い
で
あ
ら
う

が
、
物

債

が
依
然

ε
し
て
高
け

れ
ば
通
貨

の
需
要

も
依
然

ビ
し
て
多

く
は
減

り
得

な

い
わ

け
だ

し
、
通

貨

の
減

ら
な

い
が
爲

め

に
天
物
慣
は
下
り
得

な

い
で
、
や
は

ち

げ
循
環
的
に
互
に
持
ち
合

っ
て
行
く
こ
ε
」
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
か
ら
、
此
際
物
債
調
節

の
策
を
講
ず

る
起
就

い

7

・

、



て
は
、

.通
貨
を
成
可
く
肢
縮
す

る
こ
ε
は
是
非
必
要
ご
せ
な
け
れ
ば
な
ら

の
ひ

今
回
政
府
が
、
當

分
の
中
、
在
外
正
貨
を
兌
換
準
備
中
よ
り
除
外
す

る
こ
ε
Σ
し
だ
の
は
、
之

に
依
て
多
少
ε

も
に
兌
換
券
増
獲
を
抑
制
し
通
貨
の
膨
脹
を
防
が
ん
が
爲
め
の
志

に
出
で
た

る
も
の
ご
す

る
。
そ
れ
が
實
礫
土
こ

れ
だ
け
の
敷
果
を
示
す

か
は
疑
問
だ
が
、
其
の
主
旨
は
當
を
得
た
も
の
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
楓
。
傳

へ
ら
れ
る
所
で

は
在
外
正
貨
八
月
十
五
日
現
在
六
億
三
干
七
百
寓
圓
中
　兌
換
準
備

に
充
て
ら
れ
て
居
る
の
は
八
千
萬
圓
に
過
ぎ
戯

ε
い
ふ
こ
ε
で
あ
而
、
そ
れ
に
近
頃
は
兌
換
券
の
獲
行
高
は
大
抵
十

【
億
圓
墓

に
居
り
月
末
で
も
十
二
億
圓
そ
こ

そ

こ
で
、
然
か
も
是
は
正
貨
準
備
だ
け
で
行
は
れ
、
昨
年
來
獲
行
鯨
力
は
常
に
保
護
準
備
全
額
を
示
し
て
居
る
有

様

だ
か
ら
、
此

の
在
外
正
貨
兌
換
準
備
除
外
の
爲
め
に
、
通
貨
の
高
が
減
赫
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
る
べ
し
ざ
ば
考

へ
ら
れ
鳳
が
、
此
上
の
増
畿
を
抑

へ
る
に
就

い
て
は
多
少
妓
果
あ
る
で
あ
ら
う
。

つ
ま
り
積
極
的

に
通
貨
を
減
ら

す
カ
は
?

て
も
蕩

的
に
多
少
之
が
膨
脹
を
抑
ゆ
る
効
果
は
持

ち
得
る
で
あ
ら
　
。
術
そ
れ
に
文
理

我
国
の

国
際
法
濟
勘
定
は
受
取
勘
定
に
向

て
来

て
居

る
や
う
だ
か
ら
、
此
所
暫

く
正
貨

の
減
少
を
見

る
こ
・し
は
な

い
で
あ

ら
う
か
ら
、
益

々
以

て
在
外
正
貨
除
外

に
依

っ
て
蓮
貨
の
積
極
的
減
少
の
効
果
を
見
る
こ
ご
は
期
待

さ
れ
難

い
Q

そ
こ
で
二

寸
寄
道
を
し
て
例
の
金
輸
出
禁
止
解
除

の
問
題
に
就

い
て
孜

へ
て
見

る
。
先
般
來
金
輪
出
解
禁
の
運

動
は
、
掛
米
爲
替
が
飴
り
に
安
か
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
輸
入
貿
易
業
者
の
大
い
に
之
を
苦
痛

ε
し
て
、
主

こ
し
て

其
の
方
面
か
ら
起
う
た
も
の
`
考

へ
ら
れ
る
が
、
同
時
に
又
之
を
行
ふ
こ
ご
に
依

っ
て
我
国
の
金
所
有
量
を
減
す

時

論

物
便
鶴

問
題
.

第
†
五
巻

(第
四
號

八
七
)

五
山八五

唱



「

時

論

物
便
調
節
問
題

第
+
五
巻

〔第
四
號

八
八
)

五
六
六

れ
ば

、
物

傾
の
調
節

上

に
も
効
果
あ

る

べ
き
も

の

巴
考

へ
ら

れ

て
居

⇔
。
若

し
金
輸
出

解
禁

に
依

っ
て
我

国
の
保

有
正
貨

の
減

少
が
事
實

`
し
て
表

は

れ
来

る
な
ら

ば

、
金
輪

解
禁
は

た
し

か
に
物
債
引

下

の
効

果
を
件

生

し
得

ぺ

.

き
で
あ
る
。
然
し
現
状

に
於

て
は

,
右
述

の
如

く
、
載

國

の
国
際
決
済

上

の
地

位
は
受

取
勘
定

に
向

っ
て
楽
堂
や

.

う

で
あ
る
所

へ
持

て
来

て
、
爲
替

銀
行

の
手
許

に
は
輸

出
手
形

の
買
持

が
相

當

に
多

く
あ

る
ε
傳

へ
ら

れ

て
居

る

か
ら

其
の
状

況
が
続

け
ば
醤
米

爲
替

の
如

き
も
早
晩
騰

貴
し

て
來
な

け
れ
ば
な
ら

煎
筈

で
、
金
輪

解
禁

の
必
要
は

貿
易

よ

か
ら
は
此
迄

ほ
こ
多

く

な
く
な

り
、
叉

そ
の
解
禁
を
行

っ
て
も

.
我
国

の
金
保

有
高
は

そ
れ
が
爲

め

に
著

し
く
減

少
す

る
こ
ε
な

か
る

べ
く
、
從

て
國
陶
物

儂
が
之

に
依

て
著

し
く
低

落
せ

し
め
ら

れ
る

こ
ご
も
な

か
る

べ

き
で

あ
る
。

そ
の
代

り
叉
そ

の
解
禁

を
行

ふ
も
、
我
が
兌
換

制
度
を
危

く
す

る
に
至
る

べ
し
な
ざ

＼
大

い
に
杞
憂

す

る
ほ
こ

の

こ
ご

も
あ
り
得

な

い
で
あ
ら
う
。

要
す

る
に
、
在
外
在

貨
兌

換
雌

備
除

外

-し
い
ひ

、
金

輪
出

解
禁

ξ
い
ひ

、
其

の
物
債

に
及
ぼ
す
影
響

は
、
現
状

の
下

に
於

て
は
、
そ

し
て
甚

だ

し
き
輸

入
超
過

の
勢

の
表

は
れ
來
ら
ざ

る
限

に
於

て
は
り
、
あ

ま
り
積
極

的
な
も

の

で
は
あ
り
得

な

い
し
、
叉
猷

り
著

大
な
も

の
で
も
あ

り
得

な

い
ご
思

は
ね
ば

な
ら

ぬ
。
た

y
併

し
之
を
行

ふ
は

行

は
ざ

る
に
比

し
て
、
物
債

調
節

上
遙

か
に
優

れ

る
こ
ε
だ
け

は
、
否
定

し
難

い
。

二

物

偵

と

信

用



r

、

搬
て
右
は
通
貨
を
中
心
ご
し
て
の
議
論
で
め
る
が
、
戦
勝
以
察
我
國

の
物
償
を
し
て
大
い
に
騰
貴
せ
し
め
た
る

原
因
ε
し
て
、
通
貨

の
膨
脹
に
關
嚇

し
て
考

へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら

漁
も
の
は
、
信
用
の
膨
脹
ε
い
ふ
現
象
之
で

あ
る
。
信
用
の
膨
脹
が
経
済
界

に
於
て
物
、償
に
閲
し
て
又
其
他
の
關
係

に
於
て
通
貨

の
膨
脹
に
似
た
る
働
を
駕
す

も
の
た
る
こ
ε
は
、
絮
説
を
俟
た
な
い
所
だ
が
、
職
時
以
来
我
国

に
於
け
る
信
用
の
膨
脹
は
、
實
に
夥
し
き
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
臆

τ
通
貨
膨
脹
の
因
を
賞
し
た
る
所

の
著

大
な
る
は
官
ふ
迄
も
な
い
。

戦
時
以
来

に
於
け
る
信
用
の
膨
脹

の
歌
呪
を
窺
は
ん
爲
め
に
、
先

づ
日
本
銀
行
の

一
般
貸
出
高
を
見

る
に
、
毎

年
上
下
両
年
期
間
に
於
け
る
総
貸
出
高
及
び
各
期
末
残
高
は
左
表
に
示
す
如

き
も
の
で
あ

っ
た
、
そ
し
瓦
其

の
貸

出
の
中

で
は
、
外
國
、爲
替
資
金
ご
し
て
の
貸
出
ご
内
国
手
形
に
封
ず

る
貸
出

こ
が
大
部
分
を
占

め
て
居

る
次
第
だ

の

か
ら

、
今
此
等

聖
表

に
し

て
示
す

こ
ε

N
す

る
。

至

大
正
三
年

㌣

・
四
魯

…

嘗

異
義

貸

出

総

計

～

一

貸

出

高
モ
　

期

:

・

三

七
、
三
耳
0

期

・
:

・
冒㎜悪

石

匠

欄
胡
…

二
四
内
、
四
七
二

期

・
・
:

一
叢

、
省
O
湘

期

・
:

・
三

口
曜

巻

欄
畑
…

内
内
(
、
廿
四
一

期

:

:
眉
穴

、
討死
O

期

一
.、二
男

、
六
〇
、「

轄

論

物
狽
調
節
冊
題

期
末
残
高う

　

天

、死

力

倉

、響㎜会

一力
-E
美

吾

、巽

〇

四
】
-天

大

一
(
八
、
五
八
こ

一
悪

、
言

E

二
首
「「
「
.力四

面

国

手

形

～

一

貸

付

高　
ヂ
　
ρ

き

「、四
≡

一合
「δ

〇穴

倉

、
一蓋

叉

、
四穴

「
三三
、大聖

H
=
昌
、
「=
=

.

二
A
O
、
駐
E
幽

囚
(
四
.六
鹹
湖

備
+
五
巻

期
末

残

高手
円

四
一
、七
昊

看

、0ゼ
昌

己
或
四
E

美

8
(
大

竃

、　裏

窓
「
、
五
悪
「

四
面
、
罰
】六

峯

、
一朶粛

四
號

外

圓

爲

替

～

一

貸

付

高
.干

円

一三六
、登

ル

】O
.尺
(
穴
婿

届
く
、
三
三

四壽
菱

湘
4
君
〕三

葉

五
、
ゼ三

三
く九
ま

聾

{δ
ハδ
ゴ

八
九
)

墨

書

期
末

残

高平
門

　三
£

】
一〇

四
六
、大
全

穴
、
}「
三
九

言

壱
合

=
四
三
合

=
0
、五
響
[

一
昌O
、思
0力

一究

、
二
九
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同同同

+
年 ・轟

・
£

土

窯
靴
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六 五 〇 六 〇 二.紅 凧
四 一 力 丸 六 三_四

号
=
、
四
湘
[

署

六
、
六
葦

E
三
八
、
犬

(

竺

六
、
〇
六
(

六
六
〇
、
…
只

旧言
竃
、
]
一念

一
甥

、
七
韮

三
曲

、
H
一幅

.

E
茜

、
三

六

配
窒

、罫
=

ゼ
発

、
O
…兀

一
、
禿

四
、
茜

七

=
、
　
〈
四
、
天

井

三
.
西
、0
分

画
〇
昌
、
〈
(
(

突

二
、
菖
　三

第

十

五
巻

(第

四

號

茜

、空

〇

一
元

-九
四
層

面
九
、八
㌘

三蓋

盆
四
閏

　一六
二
、《

O

甚
誓

…死
肉

く
O
、畿

五

一死
肉
、首

0

九

〇

)

五

六

八

六
芸

、
だ

七

】
、
天

突

兀

」

一
三
〇
(
、
欠

く

】
、
二
莫

や
一.冒「
〇

一
、
兄

0
、
西
.
一　

完

阻
、
四
究

穴

O
δ

究

二
=

、
八
一=

[三
二
、
二
竺

腿

悶
、一
三
里

里
西

、・皇

7

二
衆

、
=

斗

二
茜

、
(
竜

莫

、
六
♂

六
E
、E
.西

美

、
一一三

右
に
示
す
所

に
就

い
て
見
れ
ば
、
日
銀
貸
出
も

一
般
景
氣
①
絶
頂

に
達
し
だ
る
大
正
八
年
及
び
九
年
春
を
以
て

レ

コ
」

ド

を
駕
し
、
大
正
八
年
下
年
期
の
総
貸
出
三
十
億
圓
、
九
年
上
半
期
の
総
貸
出
三
十
七
億
飴
萬
圓
に
及

び
、
大
正
三
年
下
年
期

に
比
し
正
に
十
倍

に
上
っ
て
居
る
適
そ
し
て
其
の
期
末
現
在
は
大
正
大
年
下
年
期
末
に
於

て
七
億
圓
、.
九
年
上
半
期
末
は
四
月
の
恐
慌
痙
の
薦
め
少
し
減

つ
セ
が
そ
れ
で
も
飼
ほ
六
徳
⊥
ハ
千
萬
圓

ε
.い
ふ
豆

類
を
示
し
て
居
る
。
そ
し
て
此
の
貸
出
の
中

に
在

っ
て
、
内
国
手
形

に
劉
す
る
貸
付
は
其
の
半
額
以
上
に
上

っ
て

居
る
が
、
注
意
す

べ
き
こ
ε
は
、
大
正
七
年
土
牢
期
か
ら
し
て
外
国
爲
替
資
金
の
貸
付
が
急

に
殖

へ
て
内
国
手
形

.

に
封
ず
る
貸
付
以
上
に
出
で
、
大
正
八
年
下
半
期
及
九
年
土
牢
期

に
於
て
も
や
は
り
内
国
手
形
貸
付
に
や

、
近
き

状
態

"
在

っ
た
.こ
ε
で
あ

る
。
併
し
其
後
は
貿
易
上
輸
出
減
退
輸
入
増
進

の
勢
の
表

は
れ
陀
爲
め
に
、
.爲
替
の
出

.

合
が
少
し
づ

、
取
れ
る
や
う
蔦
な
b
、
貸
出
金
も
大

い
に
減
少
す

る
こ
ε
」
な

っ
た
。

.

巴
も
か
く
此
の
亘
額
の
貸
出
は
信
用
の
過
度
膨
脹

ご
し
て
、
我
が
経
済
界
の
異
常
の
攣
態
だ
ら
ざ
る
を
得
な
か

、



「

つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
銀
の
貸
出
巳
に
然
る
も

の
だ
か
ら
、

}
般
普
通
銀
行
の
食
掛
及
び
預

金
ご
も
に
年

々

に
激
増
し
だ
。
即
ち
大
正
三
年
末

に
は
預
金
現
在
硬
高
十
五
億
圓
だ

つ
セ
も
の
が
、
大
正
七
年
末
に

は
現
在
高

二

十
杓
億
圓
に
上
ぼ
り
、
六

年
末
残
高
四
億
九
千
萬
圓
、
九
年
末
四
徳
四
千
.萬
圓
ε
い
ふ
、驚
く

べ
き
岨
加
を
寫
し
た

の
で
め

る
。
從
て
叉
貸
出
の
万
に
在

っ
て
も
、
大
正
三
ヰ
丁
年
期
米
現
在
残
高
七
億
三
千
六
百
高
圓
だ

っ
だ
も
.の

が
、
大
正
七
年
末
残
高
二
†
九
億
圓

ご
な
り
、
八
年
末
残
高
三
十
九
億
五
千
萬
圓
、
九
年
末
現
在
四
十
五
億

六
千

萬
圓
を
稠
ふ
る
こ
.し
」
な

っ
た
。
そ
れ
に
又
手
形
割
引
は
大
正
三
年
末
残
高
九
億
七
千
七
百
萬
圓
だ
つ
た
の
が
、

ヒ
年
末
に
は
残
高
十

一
億
圓
、
.八
年
末
現
在
十
五
億
八
千
八
百
萬
圓
、
九
年
末
残
高
十
三
億
圓
ど
い
ふ
額
を
示
す

有
様
ε
な

っ
た
で
あ
る
。
斯
か
る
亘
額
の
信
用
膨
脹
が
物
傾
の
上

に
影
響
し
な

い
で
止
り
得

る
も

の
で
は
な
く
、

資
金
の
額
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ざ
、
其
が
資
本
ご
し
て
働
き
得
る
力
は
弱
く
な

っ
て
、
物
儂
は
其
の
呼
値
に
於

て
愈
益
々
騰
貴
し
て
止
る
所
を
知
ら
な
か
つ
だ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
此
等
の
亘
額
の
資
金
は
、
固
よ
り
絡

べ
て
事
業
資
金
ε
し
て
用

ゐ
ら
れ
だ
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

で
も
其

の
大
部
分
は
事
業
費
.に
用
ゐ
ら

れ
た
。
然
か
も
斯
く
資
金
の
潤
澤
な
る
が
嬬
め
に
、
新
事
業
は
濫
設
せ
ら

れ
、
在
来
の
事
業
は
飢
暴
に
増
設
せ
ら
れ
て
、
其
勢
の
棲
ま
じ
か

っ
た
こ
ご
は
、
今
街
ほ
人
の
氣
憶
に
新
陀
な
る

所
で
あ
る
。

ず
、
の
位
多
く
の
資
金
が
銀
行
會
耽

の
新
設
及
び
振
張
計
喪
に
用
ゐ
ら

れ
た
か
ε
い
ふ
に
、
日
本
.銀
行
の
調
査
ご

時

論

物
偵
調
節
欄
題

側
十
五
巻

(第
四
號

九
一
)

五
欲
九

、



り

時

論

物
偵
調
爺
問
題

㌔

第
十
五
巻

(第
叫
號

九
二
)

五
七
〇

三
升
銀

行
の
調
査

ε
多
少
異

っ
て
居

る
が
、
、両
者
を

其

の
各

種
事
業
合

計
額

に
於

て
示

せ
ば
.五
衰

の
通

b
で

め
る
、

日
本
銀
行
調
査

モ
　

大

正

六
年
.

・
一
、五
六

二

丁五

三
〇

同

七
年

・

二

、六

七
⊥
ハ
、九

〇

一

同

八
年
.

四

、
〇
大

入

-四

七
五

同

九
牟

・
.五

、
一

=
二
、六

二
九

同

+
年

・・
二
、
二
三

六

.
一
九
五

、

三
井
銀
行
調
査モ

の

二

、
Q
七

七
、
三

七
七

一一帆
、
一、八

○

、
○
〇

七

四

、
三

Q

=

五

三
九

⊥ハ
」
二

【

一
、⊥ハ
↓八
四
〔

三

、O

八
六

、
汎

二
二

.

.新
設
撮
張
計
壼
の
最
も
多
頭
に
上

つ
π
の
は
大
正
九
年
た
る
こ
ε
が
、
右
に
依

て
窺
は
れ
る
が
、
然

か
も
同
年

四
月
以
後
は
あ
の
恐
慌
的
状
態
だ
づ

把
の
で
、
そ
の
恐
慌
の
襲
來
前

の
三
四
ケ
月
が
實

に
狂
奔
的
の
有
標
だ

つ
た
。

即
ち
.日
銀
調
査
.に
依
れ
ば
同
年
四
月
迄
の
資
金
頚
.
叫十
七
億
八
千
二
百
三
萬
二
千
圓
に
上
ば
り
、
三
井
銀
鱈
調
査

に
依

晒
ば
三
月
迄
で
四
十
四
億
六
千
二
百
三
十
七
萬
三
千
圓
に
上
ば
っ
て
居

る
。
即
ち
前
者
の
調
で
は
四
月
間

の

資
金
合
計
は
大
正
七
年
全
機

の
.計
叢
資
金
を
超

へ
・、
後
者

の
調

べ
で
は
三
月
間
の
合
計
は
大
正
八
年
全
機

の
合
計

額
を
越

へ
て
居
る
。
.何
れ

に
.し
て
も
大
正
九
年
の
初
か
ら
三
四
グ
月
間

ご
い
ふ
も
の
は
、
.正
氣
め
沙
汰
ε
は
思
は

.

れ
ぬ
有
様
だ

つ
.た
の
で
、
一其
後
直
ち
に
彼
の
恐

る
べ
き
恐
慌
的
反
動
を
見
た
次
第
で
-あ
る
。
さ
れ
ば
此

の
事
業
副

書

竜

の
に
は
・
頗
る
投

機
的
の
も
の
・
多

か
窪

・
・
が
、
翁

に
了
解
さ
れ
る
次
第
で
あ

・
。

.

泡
沫
會
肚
の
新
設

ξ
、

一
般
的
な
る
投
機
費
買
ご
は
大
正
七
八
年
に
か
け
て
、
洵

に
洛
献
し
難
き
勢
を
以
て
行

は
れ
π
。
そ
れ
が
爲
め
に
上
に
示
す
が
如

き
多
額
の
資
金
は
用
ゐ
ら
れ
、
信
用
の
過
度
膨
脹
を
來
π
し
、
r物
積
は

　　　

同 七 年 間 入 年 回 九 年

爺 菖窟種 無
239・1336。 き}242.728d.δ3〔)7.82訊2.4

220.↓214.5218.3285.222霧.6116.3

東 洋 経 済 新 報 縄 瀦 年 鑑 大 正 十 一 年 度 一 大 二 頁



■

天
井
知
ら
す

仁
押
昂
げ
ら
れ
た
。
即
ち
我
国
の
物
償
揖
数

が
先
づ
米
国
の
物
債
指
数
を
凌
駕
し
㍗
次
で
英
臨
の
を

れ
を
も
凌
ぐ
に
至
っ
た
の
は
大
正
七
年

の
こ
ε
で
あ

っ
て
、
所
謂
好
景
氣
ε
通
貨
及
び
信
用
の
膨
脹

ε
事
業
熱
の

勃
興
ご
投
機
の
盛
行
ε
物
憶
騰
貴
ご
は
歩
調
を
整

へ
て
慕
進
し
た
の
で
あ
る
。

.

さ
れ
ば
當
今
物
、債
調
節
を
行
ふ
に
當

っ
て
、
信
用
の
過
度
膨
脹
を
牧
締
せ
し
め
、
特

に
投
機
資
金
の
融
通
を
慎

む
で
、
之
に
依
て
事
業
界

一
般
の
熱
風
を
引
.締
る
ε
同
時

に
、
金
融
の
實
歌
を
し
て
健
全
な
る
運
行
を
寫
す
も
の

た
ら
し
め
ん
こ
ε
は
、
.洵
に
必
要
避
く

べ
か
ら
ざ
る
所

ご
謂
は
ね
ば
な
ら
戯
。
今
回
政
府
が
、
銀
行
業
者
に
封

し

て
投
機
資
金

の
融
通
を
慎
む

べ
き
ゃ
う
注
意
す

る
こ
ε
㌧
し
π
の
は
、
甚
だ
逞
播

き
だ
っ
た
こ
・し
を
遺
憾
こ
す
る

け
れ
ご」
も
、
.事
そ
れ
自
身
は
當
を
得
た
る
も
の
ビ
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
大
正
高
ハ
七
年
以
来
あ
の
不
健
全
な
る
事
業

熱
、し
極
端
な
る
投
機
熱
ε
に
汕
を
そ
」
ぎ
、
奔
馬
に
益
々
鞭
を
當

て
た
る
議
は
、
こ
う
し
て
も
銀
行
業
者
の
冤

る

能
は
ざ
る
所
な
れ
ば
、
右
の
注
意
は

一
面
に
は
銀
行
業
者
を
戒
飭
す

る
意
味
に
於
て
止
む
を
得
ざ

る
所

で
あ
り
、

又

一
面
に
於
て
は
、
物
償
調
節
の
事
業
が
此
際
ざ
う
し
て
も
金
融

の
局
に
當
る
銀
行
業
者

の
協
力
を
待

つ
に
あ
ら

ざ
れ
ば
、
十
分
其
功
を
奏

し
難
く
、
其

の
協
力
を
促
す
意
味
に
於
て
も
必
要
な
こ
ξ
に
顕
す
る
。

米
團
の
物
償
調
節
事
業
が
よ
く
金
融
機
關

の
誠
意
あ
る
協
力

に
依
て
行
は
れ
、
銀
行
業
者
が
其
の
貸
出
を
行

ふ

に
當

っ
て
+
分
に
其

の
相
手
方
を
選
び
又
資
金
の
使
途
を
吟
味
し
、
其

の
貧
困
が
、
株
萎

る
ε
商
品
だ
詮

土

地

そ
の
他

の
も

の
た

る
ε
を
問

は
す

、
荷
も
投
機

に

用
ゐ
ら

る

＼
こ
ε
な

き
ゃ
ヶ
、
之
を
防
止
す

る
を
以

て
銀
行

時

論

物
偵
調
節
問
題

第
+
五
巻

(第
四
號

九
三
)

五
七
一

郷
溜
3
覇

牌)籀
文
羈

絆羅(月拓
誰

同

ち

ハリ
ヨ

六

1

1

1

　　　
篇
　
騨

騰
の

日
英
米



時

論

物
慣
調
節
問
題

第
+
五
巻

(第
四
號

九
四
)

五
七
二

業
者
の
義
務
な
り
ε
す

る
の
態
度
を
以
て
、
不
謹
慎
貸
出
を
慎
み
、
銀
行
自
ら

一
の
物
償
調
節
擬
闘
た
ら
ん
ピ
す

る
の
意
氣
込
を
示
し
た
こ
ご
は
、
ま
こ
巳
に
我
国
に
取

っ
て
よ
い
手
本

ぐ」
謂
は
ね
ば
慧
ら
兎
。
叉
準
備
銀
行
.が
組
`

合
銀
行
を
湿
て
貸
出
を
収
縮
せ
し
む
る
鋼
め
、
準
備
銀
行
よ
b
の
貸
出
を
手
控

へ
、
ヌ
組
合
銀
行
よ
り
準
備
銀
行

へ
借
入
金
の
返
済
を
鴬
さ
.し
む
る
政
策

を
深
め
、
例

へ
ば
紐
育

に
於
て

、
九
二
〇
年

】
月
に
、
彿
込
資
本

ご
積
立

金
ご
の
合
計
額
の
二
倍
以
上
の
金
額
を
準
備
銀
行
よ
b
借
入
れ
て
居
た
銀
行
業
者
に
謝
し
て
、
其
の
借
入
金
の
返

済
を
要
求

し
た
が
如

き
は
、
最
も
注
意
す

べ
き
事
例

ε
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
。
又
準
備
銀
行
を
し
て
加
盟
銀
行
に
封

ず
る
貸
出

の
増
加
せ
る
場
合
に
其
の
利
率
を
黒
地
的
に
引
上
ぐ
る
を
.得

せ
し
「め
、
以
て
貸
出
を
自
ら
に
制
限
せ
ん

こ
す
る

一
九
二
〇
年
四
月
十
三
日
の
ブ
イ
ラ
ソ
法
の
如
き
も
、
大

い
に
参
考

ε
駕
す

に
足
り
る
。
我
国
に
於
て
域

銀
行
が
業
務
囲
難

に
陥
れ
ば
直
ち
に
日
本
.銀
行
や
他

の
僚
友
銀
行
が
其
の
救
済
に
向

ふ
如
き
は
、
事
情
上
善
を
得

な
い
場
合
が
多
か
ら
う
け
れ
こ
も
一
救
済
も
多
少
の
手
加
減
を
要
す

る
場
合
あ
る
を
思
は
な
く
て
は
な
ら
諏
。

要
す

る
に
銀
貨
は
國
氏
経
済
上
の
公
の
機
關
ε
し
て
公
益
を
衛
b
之
を
進
む
る
の
職
責
を
荷
ふ
て
居

る
も
の
な

れ
ば
、

銀
行
業
者
売
る
者
は
其
の
公
的
任
務
に
孤
負
す
る
な
き
を
期
せ
ね
ば
な
ら
濾
。

虎

～
替
利
之
れ
專
ら
.己

▽
(
相
場
師
で
も
山
師
で
も
儲
け
に
誉

へ
な
れ
ば
、
良

い
お
客
ε
し
、
投
機
資
金
で
も
何

で
も
儲

に
さ
へ
な
れ
ば

融
通
す

る
ご

い
ふ
が
如
き
に
至

っ
て
は
、
全
く
は
や
沙
汰

の
限
り
で
あ
る
。

伺

臆
物
慣
調
節

に
關
し
て
金
融
方
面
の
こ
這

を
論
ず
る
に
當

っ
て
鳳
、
政
府

の
財
政
政
策
を
慎
み
、
特
に
相
貌

5)米 国に於 げる物頭調節策ド つい`qi住 友銀行八代 則彦氏苫「木画物償 引下 策に關

す ろ調査 」ば幾多の よき参考質料 々供 して足れ,ろ。金 融機關 の協力については同

書四八.一一 ヨiiし頁1こ書手しo



政
讐

盆

政
策
忌

於
三

+
分
愼
重
の
盤

を
探
傷

必
要
あ
る
・
ε
を
聖

餐

な
ら
曵

然
し
そ
仕

つ
い
て
細
論

せ

ん
こ
ε
は

、
.紙

面

の
到

底
之
を
許

さ

ゴ
る
所

で
あ

る
か
ら

.
葱
に
は
た

ゴ

一
畜
右

の
意
味

だ

け
を

明

か
に
し
て
置
く

に
止

め
る
。

三

物
償
と
需
給
駄
態

畠

、

上
に
論
ず
る
所
は

一
般
物
慣
に
關

し
て
貨
幣
の
側
よ
り
問
題
を
取
扱

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
や
醗

っ
て
財
物

の
側
か
ら
問
題
を
敦
発
し
て
見
や
う
。

職
階
以
来
我
国
の

　
般
物
儂
が
素
晴
ら
し
き
騰
貴
を
駕
し
た
の
は
、

一
つ
に
は
ご
う
し
で
も
其
の
原
因
が
財
物

の
側

に
在
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
そ
れ
ぽ
先
づ
第

】
に
は
、
輸
出
貿
易
の
伸
張

に
依
り
園
内
の
資
金
が
多
く

,な
削
通
貨

の
流
通
量
も
段

々
に
増
加
し
て
来
て
、
先
づ
最
初
に
輸
出
品
の
販
質
を
業
ε
す

る
者
ご
其
の
生
産
を
業

ε
す
お
者
ε
の
企
業
利
潤
を
堆
し
、
引

い
て
は
其
似
生
産

の
原
料
の
生
産
を
業
伊こ
す

る
者
や
、
其
筈
の
商
品

の
荷

.

造
運
搬
を
業

`
す

る
者
や
の
利
得
を
増
し
ε
い
ふ
風
に
し
て
、
段
々
資
金
が
就
會

の
諸
方
面
に
行
歩
リ
ャ
、
.そ
れ
に

メ

ド
テ
で

ギ
に
よ
る
要
求
や
其
他
李
和
の
道
筋
や
に
依
っ
て
勢
働
者

の
賃
金
が
増
し
て
、
貨
幣
が
耐
會

の
下
層
に

ざ
で
漸
次
多
く
行
波
る
ご
ε

＼
な

っ
た
も
の
だ
か
ら
、

[
般
の
人
々
の
財
貨

に
封
ず
る
消
費
慾
を
刺
戟

し
・
從
で

.
そ
の
需
要
を
増
し
て
来
た
こ
ご
を
以
て
、
原
因
・こ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
訟
。
勿
論
そ
.の
需
要
の
増
加
は
人
厚
の
階
級

時
.
読

物
側
認
師
問
題
.

第
+
五
巻

(第
四
號

九
五
)

五
七
三



,
.

時

論

物
便
調
節
問
題

第
十
五
巻

(第
四
號
.
九
六
)

五
七
四

や
職
業
の
異
る
に
依
て
相
違

し
、
商
工
業
者

に
於
て
最
も
多
く
の
増
加
を
見
、
労
働
者
之
に
次
ぎ
、
.月
給
取
階
級
.

の
如
き
は
殆

ん
ざ
多
(
其

の
仲
糊

入
を
す
る
こ
ε
が
出
家
な
か
っ
た
し
、
叉
同
じ
商
工
業
ξ
い
っ
て
も
事
業
の
種

類
に
よ
り
文
人
に
よ
っ
て
異
り
、
勢
働
者
の
中
に
も
少
か
ら
ざ
る
相
違
が
あ

っ
た
が
、
兎
に
角

、

一
般
的

に
之
を

観

て
、
財
貨
に
封
ず

る
需
要
の
増
加
を
見
定
こ
ε
は
事
實
で
あ

っ
て
、
然
か
も
其

の
増
加
の
勢
は
大
正
六
年
よ
り

に
七
年
、
七

年
よ
り
は
八
年
6
い

ふ
風
に
、
段
々
著
明
な
.る
も
の
ざ
な
っ

て
来
た
コ
そ
し
.て
此
の
状
勢
が

一
般
物

慎
の
騰
貴
の
勢
を
造
り
寫
す

こ
ご
に
奥

っ
て
大
い
に
力
あ
b
し
は
、
否
定
し
難
き
所

に
擁
す
る
。

殊
に
は
叉
、
戦
時
利
得

こ
し
て
不
時

の
牧
人
増
加
が
商
工
.業
者
の
間

に
表
は
れ
て
、
大
小
種
々
な
る
成
金
を
叢

生
せ
し
-め
セ
.の
ご
、
勢
働
者
の
所
得
も
金
額

に
於
て
急
に
大

い
に
増
加
す
る
こ
ε
N
な
っ
た
の
こ
で
、
財
貨

に
撤

す
る
需
要
は
主
ピ
し
て
奢
侈
品

に
激
す

る
需
要
ご
し
て
表
は
れ
、
叉

一
般
的

に
之
を
見
て
国
民
消
費
の
歌
態
は
頗

る
奢
侈
的
涙
嚢
の
状
態
を
呈
す
.る
に
至

っ
た
。
之
は
い
つ
で
も
不
特
の
不
勢
所
得
的
に
利
得
が
生

れ
た
b
、
天
牛

素
金
を
持
た
な
い
で
窮

々
し
て
居
た
人
が
急

に
少
し
多
く
め
金
を
得
た
b
す

乃
ご
、
表
は
れ
て
摩
る
現
象
で
、
特

に
勢
働
者
階
級
の
間

に
急
に
賃
金
駈
得

の
増
加
し
泥
・
.
一
ご
は
、晦
何
し
ろ
其
の
階
級
の
人
々
の
敷
が
多

い
も
の
だ
か

ら
、
彼
の
成
金
輩
の
狂
的
な
る
奢
侈
ご
柑
呼
悠
し
て
、
園
長

一
般
の
消
費
を
し
て
頗

る
浪
費
的
な
ら
し
め
π
。

元
來
労
働
者
は
其
の
歌
態
が
幼
稚
な
れ
ば
幼
稚
な
み
ほ
こ
貯
蓄
の
考
が
乏
し
風
、
少
し
蝕
裕
が
め
れ
ば
直
ち
に
奢

侈
豹
浪
費
を
す
る
の
が
常
で
み

る
か
ち
冷
戦
塒
中

一
般

の
傾
何
正
し
て
大
P
に
摂
養
の
楓
の
浸
漸

七
て
來
穴
の
拡
南

'



洵

に
止

む
を
得

な

い
所

で
あ

っ
た
。

此

の
浪
費

の
傾
向

の
爲

め
に
物

償
が
理
論
的

に
も

心

理
的

に
も
段

々
ご
高

め
ら

る

㌧
こ
・し
＼
な

っ
た
事
情

は
、

實

に
輕

覗
す

べ
か
ら

ざ
る
も

の
で
め

を
。
即

ち
理
論

的

に
は
之

に
依

っ
て

一
般

に
財
貨

の
需

要

の
實
質
的

に
増

加

し
た

る
が
爲

め

に
、
そ
し

て
.心
理
的

に
は
値

が
高
く

さ

へ
あ
れ
ば
品
が
好

く
て
奢
侈
慾

を
満
足

せ

し
む

る
に
足

る

ε

い
ふ
幼
稚

な
考

か
ら
、
何

で
も
値

が
高
く

さ

へ
あ

れ
ば
賞

勉
、
安
く

て
は

}
向

に
賣

れ
諏

ε
い
ふ
風

に
な

っ
た

.

爲

め
に
、
藪

に
物
償

は
實
質

上

の
理
由

か
ら

ε
、
商

人

の
手
心

ε

に
依

っ
て
、
然

々
騰
貴
す

る
こ
ε
に
な

っ
た

の

で
あ

る
。
そ

し
て
其

の
傾
向

が
成

金
藍

ご
勢
働

者
ε

に
依

て
造

り
爲

さ
れ
π
る

こ
ε
は
、
之

を
否

定

し
難

い
所

ご

す

る
。
彼
等

は
同
じ
品

で
も
値

が
高
け

れ
ば
買

ひ
、

叉

ほ
ん
ε
に
品
が

よ
く
て
誼

の
高

い
の
な
ら

ば
厭

は
す

に
之

を
買

ふ
ご
い
ふ
風
で
、
金
時

計
、
金

鎖
、
金
縁

眼
鏡
、
金
義
歯
、
全
損
輪

、
金
腕
輪

、
絹
襯
衣
、
絹

ハ
ン
カ
チ
ー

フ
、

絹

傘

、
絹
反
物

、
鞄

、

靴

、

ス
プ
ツ
キ
、

西
祥
麓

、

ウ

イ

ス
キ

ー
其

他

の
六

ケ
敷

い
名

の
附

い
た
洋
酒

、
洋
菓

子
、
清
涼
水
ε

い
っ
た
風
な
も
の
に
謝
す
る
需
要
は
、
殆
ん
ご
無
限
で
、
贋
は
幾
鉦
高
窪

も

高

に
頓
着

誌

有
様

だ

っ
た
。

日
本
人

は
元
來
西
洋
人

に
比
し

て
見

榮
坊

で
、
身

分
不
相
懸

な
服
装

や
生
活

を
し
た
が

る
癖

が
あ

b

、
交
明
的

田
舎

者
た

る
機
を
免

れ
難

い
所

へ
、
急

に
所
得

が
金
額

に
於
て
殖

へ
た
も

の
だ

か
ら

、
浪
費

は
實

に

欧
米
並

み
以
上

に
行

は
れ
る

こ
ε

玉
な

っ
た
。

之

が
嚼

め
に
勢
働

者

の
如

き
は

、
賃

金
額
は
殖

へ
て
も
.
一
向

に
盤
活

の
實
際

は
樂

に
な
ら
な

か

っ
た
も

の
だ
か

時

講

物
便
調
節
問
題

第
十
五
雀

(第
四
號

九
七
)

五
七
五



、

時

論

物
慣
調
節
問
題
.

第
十
五
巻

(第
四
誠

ん
八
)

五
七
六

ら
、

ス
ト
ラ
イ
キ
が
頻
獲

し
て
賃
金
引
上
要
求
が
行

は
れ
、
雇
主
は
天
承
氣
の
よ
い
に
ま
か
せ
て
之
に
慮
じ
π
。

斯
く
て
賃
金
の
昂
が
る
ま
、
に
叉

　
般
的
に
財
貨
の
生
産
費
は
増
加
し
、
之
亦
物
債
を
し
て
昂
騰
せ
し
む
る
有
力

の
原
因
こ
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
賃
金
が
増
せ
ば
直
ち
に
尻

か
ら
物
儂
が
附

い
て
鵬
が
り
、
終

に
勢
働
者

の

如
き
も
、
賃
金
値
上
よ
め
は
寧
ろ
物
債
引
下
の
必
要
な
る
を
悟
る
に
至
る
こ
ε
＼
な
っ
た
。

事
情
果
し
て
右
の
如
く
な
b
こ
せ
ば
、
合
物
償
調
節
を
行
ふ
に
當

っ
て
、
國
武

一
般
の
消
費
節
約
を
要
請
し
、

少
く
こ
も
浪
費
防
止
の
策
セ
講
ず

る
こ
ε
は
、
止
む
に
止
ま
れ
楓
所
蓬
謂
は
ね
ば
な
ら
激
。
之
れ
な
.ゴ
常
套
的
¢

る
勤
倹
貯
蓄
の
御
説
法
ε
ば
か
り
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
経
済
上
の
眞
實
の
理
由

か
ら
、
此
際
国
民

一
般

の
消
費

節
約
を
要
請
す

る
こ
ご
は
、
.物
償
調
節

を
し
て
効
果
あ
ら
し
む
る

一
大
有
力
の
原
因
を
駕
す
も
の
こ
見
る

べ
き
で

あ
る
p

次
に
物
償
騰
貴
の
原
因
ご
し
て
財
貨

の
側
の
事
情

を
致

へ
る
に
は
、
財
貨

一
般
の
供
給
状
態
を
見
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
そ
し
て
此
の
方
面
も
亦
需
要
に
就

い
て
前
に
処

べ
π
所

ご
同
じ
や
う
に
、
財
貨
の
種
類
に
依
り
叉
財
貨

一

ジ
方
々
に
依

っ
て
其

の
供
給

の
状
態
は
魎
を
異
に
し
て
居

る
次
第
で
、

一
般
的

の
こ
ご
は
正
確

に
は
述

べ
難

い
が
、

そ
れ
で
も
や
は
り
暫
く
財
貨
個
々
の
種
類
に
關
す
る
特
殊
の
事
情
を
扱

き
に
し
て
概
括
的
に
之
を
見
て
、
戦
時
中

財
貨

]
般

の
供
給
歌
態
が
、
需
要
の
増
加
に
追
従
し
て
増
加
す
る
得
す
、
財
貨

　
般
の
供
給
だ
け
か
.ら
い
.へ
ば
戦

前

に
比
し
て
増
加
を
見
た
る
に
せ
よ
、
そ
の
増
加
が
需
要
の
増
加
に
比
例
し
得
な
か
っ
た
意
味
に
於
て
、
供
給
不

【

り

の



足
の
妖
態
を
呈
し
た
こ
ε
の
謂
ひ
得

べ
き
も
の
が
あ

る
。

そ
れ

に
天
成
種
の
財
貨
に
至
っ
て
は
、
外
囲
よ
り
の
輸
入
供
給
の
杜
絶
し
叉
は
著
し
く
減
少
し
た
る
が
爲
め
に
,

文
成
種
の
も
の
は
盛
に
海
外
に
輸
出
せ
ら
れ
た
る
が
爲
め
に
、
明
か
に
戦
前
に
比
し
其
の
園
内
供
給
量
の
頗

る
不

足
す
る
歌
態
を
呈
し
た
も
の
も
少
く
な

い
。

絡

べ
て
斯
か
る
瓶
態
ば
、
事
實
上
先
づ
特
殊
物
儂
の
騰
貴
を
促
し
、
引

い
て
叉
そ
が

一
般
物
償
騰
貴

の
勢
を
助

け
る
こ
ε
脳
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
・心
理
作
用
も
手
傳

っ
て
、
供
給
不
足
は
其
の
實
際
以
上
に
誇
張

し
て
考

へ
ら
れ
、
術
叉
商
人
が
其
の
機
會
を
利
用
し
て
買
占
費
惜
を
寫
し
て
蠢

々
供
給
不
足
を
甚
し
か
ら
し
め
る

等
の
こ
ご
も
行
は
れ
た
爲
め
に
、
物
償
は
彌

々
以
て
其
の
騰
貴
の
勢
を
促
進

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
若
し
物
償
調
節
の
事
業
ご
国
民
實
生
活
の
内

容
を
豊
か
に
し
異
質

に
肚
會
生
活
を
整

へ
る
敬
策
ご
が
、

早

く
よ
り
行
は
る

ぺ
ぎ
も
の
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
戦
時
中
か
ら
し
て
或
種
の
供
給
不
足

の
淑
態
甚
し
き
財
貨
の
如

き
に
謝
し
セ
は
、
之
を
無
制
限
に
海
外
に
鹸
…出
す
る
こ
ε
に
謝
し
て
、
何
等

か
の
限
定
を
駕
す

べ
き
だ

っ
た
の
で

あ
る
。
然
る
に
實
際
に
於
て
は
例
の
重
商
主
義
的
見
地
か
ら
し
て
、
商
品
の
輸
出
を
盛
に
行
ひ
貨
幣
利
得
を
愈
々

盆
々
大
に
す

る
は
國
冨
を
増
す
最
大
有
力
の
事
由

ε
考

へ
ら
れ
、
輸
出
は

一
般
的

に
漿
顧

こ
そ
す
れ
、
之
を
制
限

す

る
が
如
き
こ
ε
は
殆
ん
ご
多
く
考

へ
ら
れ
な
か
っ
た
爲
め
に
、
園
内
の
供
給
状
態
に
は
頓
着
な
く
、
不
足
勝
な

も
の
で
も
、
剰

っ
た
も
の
で
も
、
何
で
も
彼
で
も
好
く
表
れ
て
多
¢
儲

か
り
さ
へ
す
れ
ば
輸
出

さ
る
、
こ
ど
㌧
な

時

論
.

物
傾
調
節
而
題

第
十
五
巻

(第
四
號

九
九
〕

五
七
七

「

●

.■

「



「

ρ

時

論

物
慎
調
節
問
題

第
十
五
巷

(第
四
號

「
Q
Q
)

五
七
八
、

り
、
矯
め
に
國
内

の
財
貨

　
般
供
給
瓶
態
は
大

い
に
悪
化
さ
る
Σ
を
免
れ
能
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
此
の
事
情
が

凾
内
物
憤
騰
貴

の
勢
を
助
け
拠
る
所

の
鮮
少
な
ら
ざ
る
は
、
否
定
す

べ
か
ら
ざ
る
所
に
臆
す

る
。

試
に
戦
時
以
來
行
は
れ
た
る
輸
出
[人
の
状
況
を
商
品
の
敷
量

に
就

い
て
見

る
に
、
人
の
直
ち

に
之
を
想
像
し
得

べ
き
が
如
く
、
又
質
際
に
於
て
も
、
戦
前

に
比
し
楡
出
は
大

い
に
増
加
し
て
輸
入
は
大
い
に
減
少
し
て
居

る
。
從

て
我
國
の
園
内
財
貨
供
給
量
は
暫
く
生
産
の
増
加
こ
い
ふ
事
實
を
.除
外

し
て
た
コ
楡
出
人
關
係
だ
け
か
ら

い
へ
ば
、・

出
超
に
依
り
供
給

の
減
せ
ら
れ
た
る
を
見

る
次
第
で
あ
る
。
試

に
之
を
傲
字
の
上
で
大
正
三
年
以
来
の
輸
出
人
状

態
を
、
大
正
二
年
の
物
慣
に
換
算
し
て
之
に
依
て
商
品
数
量
の
増
減
こ
し
て
大
正
二
年

の
輸
出
人
数
量

に
比
較
し

て
示
せ
ば
左
表

の
如
し
。

大

正

三
年

・

nni胡 国 同 国 同

輸

出

量

増
ω
減
e

ロ
　

　

う
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差

引
.
㈲
.三
〇
・…〔

㈹

「6

毎
年
準
均

㈹

一六
・島

㈲

O
÷
竃

右
表
の
示
す
所

に
よ
れ
ば
、
楡
出
は
大
正
四
年
か
ら
段

々
増
し
て
共
勢
が
八
年
ま
で
続
き
、
七
年
の
如
き
は
大

.

正
二
年
に
比
し
輸
出
商
品

の
微
量
は
四
割
以
上
の
増
加
を
示
し
た
有
様
だ

っ
た
。
そ
れ
で
九
年
十
年
の
減
少
を
差

引

い
て
も
、
三
年
以
來
八
年
間
に
於
て
十
三
割
だ
け
籐
分
の
鹸
…出
が
行
は
れ
、
毎
年
卒
均

一
割
六
分
だ
け
大
正
二

年
よ
り
も
多
く
の
輸
出
が
行
は
れ
た
こ
ざ
に
な
る
。
然
る
に
楡
入
の
方
は
、
大
正
⊥
ハ
年
ま
で
引
纏

い
て
減
少
し
、

八
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
叉
大

い
に
増
加
し
π
結
果
、
八
年
間
に
殆
ん
ご
多
く
の
増
減
な
く
、
之
を
孕
均
す
れ
ば

毎
年
ほ
讐
大
正
二
年
並
み
の
輪
…入
の
行
は
れ
た
こ
ε
に
な

る
。
そ
こ
で
つ
ま
り
我
国
の
鹸
…出
入
貿
易
は
、
之
を
其

の
商
品
償
幣
の
上
に
於
て
も
窺
ひ
得
ら
れ
る
如
く
、
其
の
商
品
撒
量
の
上
に
於
て
も

.
大
正
二
年
の
歌
態
を
標
準

に
し
て
考
ふ
れ
ば
、
か
な
り
多
量
の
輸
出
超
過
ご
な
b
、
生
産
増
加
の
關
係
を
撒
き
に
す
れ
ば
、
そ
の
分
量
だ
け

商
品
数
量
を
減
じ
た
ひ
け
な
の
で
あ
る
。

斯
ん
な
や
う
な
有
様
だ
か
ら
、
國
内
に
於
け
る
財
貨
の
供
給
が
兎
角
思
は
し
く
行
は
れ
な
か
っ
た
の
は
理
由
あ

る
こ
と
で
、
そ
れ
に
又
運
輸
機
關
の
不
備

に
よ
る
輸
送
能
力
.の
缺
乏
の
爲
め
に
滞
貨
の
移
し
.き
を
見
、
之
れ
亦
其

の
及
ぼ
す
影
響
拡
供
給
不
足
の
状
況
を
茜
し
か
む

し
む
る
こ
ご
》
な
る
。

.

.
要
す

る
に
供
給
の
不
足
の
状
況
が
、物
横
騰
貴
の
原
因
の

]
を
爲
し
た
る
こ
ご
は
、
職
時
中
に
於

て
既

に
之
を
窺

時

論

物
償
調
節
問
題

第
十
五
巻

(第
四
號

一
Q
ご

五
七
九

昌



時

論

物
償
調
節
問
題
.

第
十
五
巻

(第
四
號

一
〇
二
)

五
八
Q

い
得
定
所
で
あ
る
。
然

る
.に
大
正
九
年
の
春
の
不
景
氣
襲
來
以
後
に
於
て
は
又
更
ら
に
其
の
不
景
氣
の
矯
め
に
生

産

が
萎
縮
し
、一
一
面
に
は
生
産
資
金
供
給
の
道
の
大

い
に
梗
塞
し
た
る
ご
、

一
面
に
は
生
産
者
に
於
け
る
前
途
不

安
の
観
想

`
の
欝
め
に
、
園
内
物
資

の
生
産
供
給
は
著
し
く
減
少
す

る
こ
ε
＼
な
り
。
そ
れ
が
爲
め
に
物
儂
は
下

落
す

べ
く
し
て
容
易

に
下
落
せ
す
、
叉
そ
の
下
落
を
怒
る
、
が
矯
め
に
生
産
者

に
於
て
故
意
に
生
産
を
手
控
え
た

る
事
情
も
あ

っ
て
、
物
侵
下
落
の
勢
の
阻
止
さ
れ
た
る
所
は
尠
少
で
な
か
っ
た
。

さ
れ
ば
冷
物
贋
調
節
を
行
は
ん

が
短
め
に
は
、
肚
會

に
眞
實
必
要
な
る
物
で
み

っ
て
然
か
も
其
の
生
産
の
不
振
な
る
も
の
に
謝
し
て
は
、
成
る
べ

く
低
利

で
且

つ
英
領

の
適
當
に
潤
澤
な

る
生
産
資
金

の
供
給
の
行
は
れ
る
こ
ご
を
必
要
ε
す

る
。
そ
し
て
其
働
は

政
府
自
身
に
依
て
も
僑
さ
れ
得

べ
き
ご
何
時
に
、
士
⊥
ε
し
て
は
や
は
り
銀
行
業
者
の
協
ガ

を
待

っ
て
、
健
在
な
る

生
産
事
業
に
謝
す
る
資
金
融
通
の
道
を
開
き
、
以
て
成
程
財
貨
の
生
産

の
増
加
に
よ
る
供
給
増
加
を
計

る
を
要
す

る
。
投
機
資
金
の
融
通
を
慎
む
こ
`
が
銀
行
業
者
の
責
任
陀
る
ε
同
時

に
、
健
全
な

る
生
産
資
金
の
融
通
初
潤
澤

に
す
る
こ
ε
は
、
や
は
b
銀
行
業
者
の
積
極
的
任
務

ε
す

る
所
た
る
を
忘
れ
て
は
な
ら
阻
。

四

物
債
と
中
間
商
業

財
貨

の
需
要
ε
供
給
ε
の
關
係

よ
り
し
て
物
償
の
問
題
を
敬
察
す

る
に
就

い
て
は
、
次
に
必
ず
や
其

の
需
要
ε

供
給
ε
の
適
合
を
計

る
を
以
て
任
務
ご
駕
す
所

の
中
間
商
業
に
關
し
て
、
そ
が
物
儂
に
及
ぼ
す
影
響
を
致

へ
て
見



,

・

な
け
れ
ば
な
ら

漁
。

由
來
物
償
の
問
題
が
論
ぜ
ら
る
Σ
際

に
は
、
い
つ
も
中
間
商
業
な
る
も
の
は
槍
玉
に
か
け

ら
れ
る
が
例
で
あ
る
。

そ
し
て
常

に
中
間
商
業
が
あ
ま
り
複
雑

に
な

っ
て
居

て
、
そ
が
鯨
り
に
多
く
の
階
段

の
職
業
に
分
化
し
從
て
蝕
b

に
多
く
の
商
人
が
之
に
從
擁
す
る
が
爲
め
に
、
財
貨

の
傾
格
は
、
そ
が
生
産
者
の
手
を
離
れ
て
商
品

ε
し
て
轄

々

欝

せ
ら
れ
終
に
饗

者

の
手
に
騨

迄
の
問
に
於

て
、
著
し

一
高
誉

な
る
も
の
ぎ

諭
せ
ら
れ
て
居
る
・

此
の
議
論
は
、
從
來
は
主
ご
し
て
食
料
品
の
僧
格
に
閲
し
て
行
は
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、

一
般
物
償

の
問
題
を

.

敦

ふ
る
際

に
も
、
固

よ
り
表

は
れ
來
ゑ

き
も

の
で
あ

る
。
而

し

て
問
題

は
欧
米

の
如

き
に
於

て
密

に
議
論

ご
し

て
論
埜

ら
れ

・
ば

か
り
で
?

、
中
間
商
業
の
弊
害
が
凄

的
に
指
摘
さ
れ
て
、
其

の
省
略
垂

響

が
實
行
策

ε
し
て
着
手

さ
れ
て
居
る
や
　
に
、
我
國
に
於
て
も
、
中
間
商
業
の
弊
害
は
近
頃
大
攣
目
に
?

や
　
に
な
り
・

特

に
縢

以
來
の

一
般
物
騰

貴

の
状
勢
に
連
れ
て
、
其

の
弊
害
は
頗

る
讃

な
る
も
の
ご
な

っ
て
来
た
・
而
し

て
又
中
間
商
業
の
弊
害
は
、
た
ゴ
組
織

ε
し
て
中
間
商
業
が
必
要
以
上
に
複
維
こ
な

っ
て
居

り
中
間
商
人
が
必
要

、以
上
に
多

い
所
か
ら
出
て
來
る
ば
か
り
で
な
く
、
實

に
そ
の
中
間
商
人
が
種
々
の
悪
辣
手
段
を
講
じ
て
故
意

に
物

債
を
釣
上
げ
又
は
其
の
下
落
を
遮
止
し
て
、
其
間
に
暴
利
を
貪

る
ご
い
ふ
こ
ご
か
ら
も
出
て
來

る
も
の
ε
せ
ら
れ

h

る
、。
然
ら
ば
中
間
商
業
あ
る
が
爲
め
に
、
商
品
の
債
格
は
こ
の
位
高
一
な
る
も
の
か
ビ
い
ふ
に
・
之
に
就

い
て
は

早

一
か
ら
濁
逸
や
米
国
馨

で
色
々
の
調
査
が
行
は
れ
て
其
の
結
果
が
嚢

さ
れ
て
居
る
・
誠
に
米
國
に
於
け
る

時

論

物
偵
開
需

題
、

、第
+
五
巻

(第
四
號

δ

三
)

玉
垂

鴨



0

0
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時

論

物
偵
調
節
問
題
.

第
+
五

巻

(第
四
號

　
〇
四
)

五
八
二

其

の
二
三
の
例
を
見
る
に
、
・
ソ
グ
糞

は
、

・
イ
・
デ

ル
・
・
ア
の
市
場
に
就
い
て
、
.牛
酪
、
馬
齢
薯
、
鶏
卵
、

鶏
肉

玉
蜀
黍
・
苺
、
-

・
み

横
肇

均
に
於
て
は
、
消
薯

が
二
弗
三
+
五
銭
彿
ぷ
の
嬉

し
て
生
馨

の

手

に
入

る
代
償
は
僅

か
に
.一
弗

に
過
ぎ
諏
ε
説

い
て
居

る
。
帥
ち
生
産
債
格
は
消
費
償
格

の
四
割
二
分
六
厘
に
過

ぎ
澱
の
で
あ
る
。
又

ハ
ル
ム
ス
氏
は
茜
黒
質
、
馬
齢
署
内
鶏
肉
及
び
牛
乳

の
慣
絡
竿
均

に
於
て
は
生
産
者
の
得
る

所
消
費
慣
格
の
五
割
三
分
に
當
る
ε
述

べ
て
居
る
。
.

曳

毎
菜

園
掛
倒
局
の
調
査
に
依
れ
ば
、

充

=

年
+
二
月
に
於
て
牛
酪
の
生
産
償
格
ε
消
費
債
幣

あ

開
き

は
二
割
四
分

一
厘
で
あ

っ
た
。
叉
紐
育
市
に
於
て
調
査
さ
れ
た
る
所

に
よ
れ
ば
、
生
産
償
格
は
消
費
債
格
の
犬
割

九

分
四
厘
で
め

っ
た
。
然

る
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
産
蜜
柑

に
就

い
て
、
加
州
異
質
生
産
者
組
合
の
調
査
に
よ
れ
ば

摘
取
費
及
び
荷
造
所

に
至
る
ま
で
の
運
搬
費
を
込
め
て
生
産
者

の
得
る
所
は
、
消
費
彼
格
の
こ
割
九
分

一
厘
に
し

か
及
ば
申
、
他
の
七
割
九
厘
は
販
頁
上
の
総
監
用

ε
し
て
途
中

に
消
え
、
.就
中

小
賞
商
人
の
占
む
る
所
は
消
費
傾

格
の
三
割
三
分
三
厘
・
叢

麗

用
の
四
割
七
分
・
及
ぶ
・
暴

・
か
つ
悩

術
ほ
商
品
の
消
費
償
軽

生
産
概
略
あ

差
が
普
通
に
か
守

人
な
る
三
・
は
、

↑

バ
ー
美

學
業
務
調
査

局

の
調
査

に
照

し
見
る
も
明
か
で
、
食
料
品
ε
異
り
腐
敗
も
せ
な
れ
ば
取
扱
上
損
失
の
危
険
も
な

い
靴
に
於
て
努

さ

へ
、
生
産
償
格
は
清
嚢
慣
格
の
六
割
乃
至
七
割
に
し
か
當
ら
す
、
両
者

の
差
は
三
割
乃
至
四
割
に
及
ぶ
有
様
で

あ
る
鋤

7)
8)
9)

L,D.H,Weld,TheMarketingofFarmProducts,p・176-7・

ibid,PP.189-192;214-2エ6,

E.G.NoLLrcc,TheChicagoProduceMarket,p.127

■

噛



醗
て
我
国
に
於
け
る
状
況
は
、
ま
だ
十
分
調
査
せ
ら
れ
て
居
ら
澱
か
ら
、
多
く
の
材
料
を
掲
げ
る
こ
ご
は
.出
來

兼

鎗
が
、
誠

に
大
阪
府
の
調
査
に
表
は
れ
た
る
所
を
見
れ
ば
、
先

づ
温
州
蜜
柑

ε
林
檎
ご
牛
薄
　・」
大
根

ε
に
於
て
、

其

の
償
柊
構
成
の
状
態
は
左
表
の
通
り
の
歩
合

で
出
家
て
居

る
。

=

生
産
者

の
得

ろ
所

二
:

:
…

=

荷

造

費

:
:

一
、
運

賃

・・
:

・・

て

卸

問

屋

口

銭

・
:

一
、
仲
.
m貝

人

口

銭

:

:

一
、
小
喪
商

人

目

鎮

・
:
・

次

に

魚

…類

に

在

っ

て

は

、

蜜

柑
舜

・
四
【
・
葛

・
・

五
・
輩

㌔

:

㍗

杢

・
六
∴
言

・

五
・
堂

:

胃…?

老

林

檎

1
断

間
口
・天

(
三
七

.

　甚

一[

亭
莞

〒

倉

胃手

巻

牛

蒡
考量・

四
六

二
6
ロ

五
・謁

六
・
砦

早

計三

一一↑

8

大

根}%
署

・吾

子

七
〇

一四
三

穴

妬
三
匂

四
・
内
乱

剛三

・
茜

不

均}%
四
五
・天

蝕

・碧

く
・
昌
四

穴
・
蚕

四
・
九
四

一死
・
蔓

㈱
の
漁
獲
者
の
得

る
所
は
小
費
償
格
の
四
割
七
分
八
厘
、

レ
ソ

」
ダ
イ
同
上
山
八
割
八

分
八
厘
、
蜘
同
上
七
割
三
分
三
厘
ご
い
ふ
や
う
な
状
態
を
呈
し
て
屠
る
。

惟
ふ
に
纏

て
右
等
の
如

き
は
、
所
謂
普
通
の
歌
態
で
あ
っ
て
、
中
間
商
人
が
故
意

に
買
占

め
費
惜
み
等
の
こ
ε

を
鴬
さ
す
通
常
の
業
務
を
行

ふ
に
し
て
も
、
元
來
中
間
商
業
が
複
雑
に
出
来

て
居
り
、
各
商
人
の
手
許
に
於
て
萱

.

買
上
蟹
隈
費
用
も
か
、
b
叉
商
人
自
己
の
業
務
利
益
も
取
ら
.ね
ば
な
ら
瀕
か
ら
、
其
筈
の
も
の
が
積
し
積

っ
て
、

.

斯
く
も
商
品
の
償
格
を
し
て
、
生
.産
者
の
手
を
離
れ
た
る
時

ご
消
費
者
の
手

に
入
る
時
ε
に
於
て
大
い
な
る
懸
隔

を
生
ぜ
し
む
る
に
至
乃
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
中
間
商
人
の
悪
徳
の
鳴
ら
す

べ
き
な
く
彼
等
が
暴
利
を
食
れ
る
事
實

時

論

物
償
調
節
問
題
.

第
十
五
巻

(第
四
號

}
〇
五
}

五
八
三 9)大 阪府下市 場調査第一輯青物魚類市場調査一二Q一 一二 五頁

「

、



時

論

物
償
調
節
問
題
.

第
+
五
巻

(第
四
號

一
〇
六
)

五
八
四

な
く
こ
も
、
現
今
商
品
の
慣
絡
は
中
間
商
業
の
爲
め
に
高
く
せ
ら
る
、
も
の
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
搬
。
ま
し
て
や
物

横
騰
貴
の
時
期

に
際
し
て
、
中
間
商
人
が
或
は
同
業
組
合
及
び
類
似
の
も
の
、
力
に
依
て
償
格
を
釣
上
げ
た
り
、

.

叉
銘
々
暴
利
を
占
む

べ
き
悪
辣
手
段
を
講
じ
π
b
す
る
に
於
て
は
、
中
間
商
業
の
矯
め
に
物
償
騰
貴

の
勢
が
加
増

せ
ら
れ
、
叉
は
物
償
下
落
の
傾
向
が
阻
止

せ
ら
る
」
所
は
、
實

に
多
大
な
り
ξ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

諏
。

藪
に
於
て
か
、
合
物
慣
調
節
の
策
を
講
ず
る
に
就

い
て
、
成
可
く
此
の
中
間
商
業

の
手
を
省
く
工
夫
を
爲
し
生

産
者
は
生
産
者
で
各
々
生
産
組
合
や
販
賞
組
合
出
荷
組
合
の
如
き
を
組
織
し
、
消
費
者
は
叉
多
数
の
有
力
な
る
消

費
組
合
を
組
織
し
て
馬
互
に
直
接
の
取
引
を
駕
し
、
以
τ
中
間
商
業
の
手
を
全
く
省
き
得
る
か
、
然
ら
ざ
る
ま
で

も
中
間

に

一
二
の
卸
問
屋

の
手
を
経
由
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
仕
組
を
立
て
る
に
於
て
は
、
そ
が
物
償
調
節

の
上
に
働

く
力
の
多
大
な
る
可
き
を
疑
ふ
こ
ε
が
出
來

膿
。
特

に
食
料
品
其
他
の
日
常
必
需
品

に
關
し
て
、
此

の
中
間
商
業

.

省
略
の
道
の
講
せ
ら

る
＼
に
於
て
は
、
そ
が

一
面
に
は
生
産
者
を
利
し
乍
ら
、
他
方

に
は
清
費
者
の
生
活
上
の
困

「難
を
軽
減
す
る
こ
ε
は
些
少
な
ら
ざ
る
も
の
ε
す
る
。
叉
彼
の
公
設
市
場
の
如
き
が
能
一
普
及
獲
達
し
て
、
其

の

.

経
管
が
布
敷

に
行
は
れ
消
費
者
に
依
る
其
の
利
用
が
贋
く
行
は
る
}
に
至
る
こ
ε
も
、
物
.慣
調
節

の
上
に
少
か
ら

.

ざ
る
敷
果
あ
る
べ
き
も
の
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
諏
。
そ
し
て
す

べ
て
此
等

の
施
設
は
、,
た
ゴ
物
償
引
下
の
爲
め
に
す

る

一
時
の
政
策
セ
る
性
質
の
も
の
で
な
く
、
　
「常
普
通
の
施
設
ε
し
て
行
は
る
べ
き
も
の
た
る
こ
ご
も
、
多
く
絮

説

を
待

κ
ざ
る
所

ε
す

る
。
さ
れ
ば
私
は
今
は
此
等
の
黙

に
つ
い
て
は
多
く
論
ず
る
こ
`
を
せ
阻
で
あ
ら
う
。
其

〆



曽

㌔

「

の
詳
細
に

つ
い
て
は
拙
著
『
農
業
純
濟
學
」
第
八
編
纂
三
章
第

一
節
を
参
照
せ
ら
れ
た

い
。

五

物

債

と

暴

利

.

普
通
の
業
務
ε
し
て
の
中
間
商
業
の
利
得

に
關
す

る
問
題
よ
り
も
、
此
際
も

つ
ε
力
瘤
を
入
れ
て
考

へ
て
見
た

い
の
ば
、
中
間
商
人
の
閃
に
暴
利
を
貪

る
賞
状
あ
る
場
合
の
こ
・し
で
あ
る
。
そ
の
暴
利
的
行
爲
が
果
し
て
あ
る
か

な

い
か
、
叉
何
れ
の
程
度
迄
の
利
得
な
あ
ば
普
道
の
利
得
で
あ

っ
て
、
何
れ
の
程
度
以
上

か
ら
を
暴
利
ε
補
す

か

な
ご

、
い
ふ
議
論
は
暫
く
預

っ
て
置

い
て
、
世
間
普
通
の
李
均
釣
瓶
態
か
ら
之
を
見
て
、
暴
利
を
貪
る
も

の
ε
信

せ
ら

る
、
行
為
が
、
廣
も
商
人
の
間
に
行
は
れ
た
り
、
文
典
そ
の
實
際
利
得
の
多
少
に
拘
ら
す
、
慣
格
を
釣
上
ぐ

る
目
的
を
以
て
商
品

の
買
占
め
や
費
惜
み
や
肝
臓
や
の
行

は
る
Σ
あ
ら
ば
、
そ
れ
に
依
て
物
債
が
人
倫
的
に
騰
貴

せ
し
め
ら
れ
だ
り
、
少
く
ε
も
自
然
的
な
る
配
給
の
状
態
が
茶
さ
れ
て
、
償
格
を
し
て
不
自
然
的
に
決
定
叉
は
愛

動

せ
し
む
る
こ
ε
＼
爲
る
を
免
れ
難

い
o

之
を
亜
米
利
加
の
實
例
に
就

い
て
見

る
に
、
二
十
三
弗
の
原
債

の
洋
服
を
四
十
五
弗
に
賛
ら
ん
ε
し
て
槍
翠
せ

ら
れ
た
る
例
や
.、

一
封
度
十
仙
年
の
原
債
の
牛
肉
を
十
七
仙

に
賣
り
、

一
封
度
九
仙
旅
僧
の
羊
肉
を
二
十
五
仙

に

資
り
、

一
斤

†
六
仙

の
砂
糖
を
二
+
四
仙
二
厘
に
費
り
、
ニ

ガ
ロ
ン
ニ
+
九
仙
五
煙

の
ギ
ヤ
ソ
ソ
ン
を
三
+
四
仙

に
賣
り
、

一
顧
二
弗
九
十
仙

の
原
慣
の
石
炭
を
七
弗
、
七
弗
年
、
八
弗
に
て
費
り
た
る
者
等
を
暴
利
者
こ
し
て
楡
暴

時

論

物
慣
調
簡
問
題

第
十
五
巻

(第
四
號

一
Q
七
)

五
八
五

10)米 国物個 引下策 ド聞す ろ調 置三八一 四Q



時

論
.

物
償

調
節
問
題

第
十
五
巻

(第
四
號

一
〇
入
)

五
八
六

し
砦

例
の
如
き
㌦

所
謂
暴
利
の
例
亡

霧

へ
ら
る
智

の
で
・
此
程
の
纂

は
・
商
人
が
誠
實
箕

の
業

務
を
行
ひ
、
商
品
の
需
要

・し
供
給
・こ
の
圓
滑
な
る
適
合
を
得
せ
し
め
、て
、
其
間
に
公
正
な
る
憤
格
を
造
b
出
す
を

以
て
任
務
ご
す
る
行
為
ざ
見
ら
る

べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
は
、
.常
識
を
以
て
し
て
容
易
に
判
断

さ
れ
得
る
所
で
あ

る
。
我
国
に
於
て
も
最
近
新
聞
紙
上
に
傳

へ
ら
る
Σ
所
の
、
縮
緬
雑
魚

一
.合
原
償
六
鈍
六
厘
の
も
の
を
十
八
銭

に

賣
り
十
八
割
の
口
饅
を
貪
り
だ
る
者
の
例
の
如
き
鳳
、
之
を
暴
利
者
建
見
る
に
何
の
差
支
も
な
き
筈
で
あ
る
。

一
方

に
は
多
数
の
消
費
者
が
物
儂
特

に
日
用
必
需
品
の
甚
し
き
騰
賞

の
爲
め
に
、
其
日
々
々
の
生
活
に
す
ら
大

,

町
難
を
感
じ

つ
ン
あ
る
に
、
他
方
に
其
筈
の
商
品
を
生
産

し
叉
は
販
贅
す

る
大
小
會
耐
や
個
人
の
間
に
於
て
、
故

意
に
其
筈
商
品
の
買
占
費
惜
を
寫
し
其
他
色
々
の
投
機
的
千
段
を
講
じ
、
以

て
商
品
の
債
格
を
更
に
釣
上
げ
ん
ご

す

る
者
あ
る
に
於
て
は
、
其
筈
の
者
の
覚
す
所
は
た

ゴ
に
脛
濟
上
の
問
題
ε
の
み
見
ら
る
べ
き
で
な
く
、
反
蓮
徳

的
の
行
爲
だ
り
非
肚
會
的

の
行
動
ご
し
て
、
大

い
に
憎
む

べ
き
所

.し
せ
ね
ば
な
ら
阻
。
而
し
て
現
に
我
国
に
於
て

も
戦
時
以
來
此
程
の
非
脱
曾
的
行
動
は
、
或
は
米
穀
に
關
し
て
、
或
は
綿
花
綿
糸
布

の
如

き
に
関
し
.て
、
或
は
銅

鏃
、
木
材
其
他
建
築
材
料
、
染
料
、
藥
品
等

に
關
し
て
、
乃
至
は
野
菜
其
他
の
食
料
品
に
關
し
て
、
随
所
に
、
大

仕
掛
に
叉
小
仕
掛
に
、
公

々
然

・し
叉
こ
っ
そ
り
ε
行
は
れ
來

つ
た
の
で
あ

っ
て
、
之
が
爲
め
に
、
物
債
の
入
爲
的

に
昂
騰
せ
し
め
ら
れ
た
る
所
は
、
賞
讃
的
、に
は
示
し
.難

い
が
蓋
し
多
大
な
る
も
の
で
あ

っ
π
ら
う
。

」

を
し
て
又
彼
の
取
引
所

に
於
け
る
取
引
の
如
き
が
、
殆

ん
ご
全
く
室
取
引

ε
し
て
賭
博
的
利
得
の
爲
め
に
行
は

`



れ
、
取
引
所
を
し
て
殆
ん
産

濟
界
に
於
け
る
公
の
必
羅

關
た
る
機
能
を
失
は
し
め
、
其
所

に
定
ま
る
羅

は
、

凱

本
来
か
ら

い
へ
ば
揚

蕩

に
於
け
る
聚

を
指
導
し
之
を
調
節
窯

き
働
を
爲
す
筈
の
も
の
で
あ
り
乍
ち
・
却

腺
肋

.

相
れ

つ
て
現
物
市
場
の
贋
格
の
調
子
を
乱
し
、
.其
の
憂
動

の
度
敷
を
多
か
ら
し
め
幅
を
人
な
ら
し
む
る
悪
影
響
を
の
み

蛛
"

の

ピ

こ

與
.
へ
っ

、
あ

る
が
如

き
も
、
我
国

の
實
歌

に
於

て
之

を
見
得

べ
き
所

で
あ

る
咽
而

し

て
之

が
爲

め
に
、

さ
な
き

だ

場

訓
ロ
モ

ロ

う
りロ

幡

貴
し
て
止
}

・
商
.聞

難

し
・L
盆
薦

貴
せ
し
む
・
の
み
な
ら
す
、
其
の
説
雫

甚

し
か
ら
し
・
つ

課ま

つ
あ
る
・
ε
は
、
洵

に
愛

べ
き
現
象

ε
い
は
ね
ば
な
ら
肥

蒲　

ヒ
リ

・
れ
ば
今
鵠

黎

の
婁

を
行
2

當
つ
…

斯
か
る
鴇

的
投
業

引
嬉

し
て
嚴
薯

長

続
を
行

灘

・
高

聴
に
・
商
人
の
暴
利
に
孕

る
制
蓼

縷

に
す
る
必
要
大
い
に
み
り
忌

な
け
れ
ば
な
毎

政
府
は

黙
韻

書

雪

…

農

調
革

丸
森

霊

「
取
・
所
並
採

の
羅

取
裂

盤

景

締
る
こ
三

は
審

灘

掲
げ
・
居
・
が
、
盟

暴
利
取
締
・
就
・
て
椅

舞

纒

・
禍
・
・
れ
・
居
畠

.
議

席
・
於
・
大
・
に
.
.微

行
ふ
積
り
で
之
に
適
當
な
る
法
令
等
の
準
備
の
爲
さ
れ

つ
詰

る
が
矯
め
に
・
殊
更
に
其
の
項
目
だ
け
省
略
し
だ

賑　
　

の
か
、
そ
れ
毫

そ
ん
な
憎
ま
れ
役
は
引
受
け
羅

で
わ
ざ
・暴

落
し
た
の
が
、
少
し
も
私
は
知
ら
な

い
が
、
若

難

し
薯

・
あ
・
や
　

こ
舞

た
・
.
・
れ
・
そ
誓

・
物
驕

纂

・
佛
造
・
・
魂
套

・
も
…

畿

灘

を
冤
鈷

。
若
し
砦

取
締
を
行
謎

に
於
て
は
、
彼
の
『
日
常
必
需
品
に
劃
す

る
餓
道
運
賃
を
低
減
す
る
ア」
置

講

の
項
目

の
如

き
、
叉

『
日
常
必
需

品

に
射
し

一
層
職

途

上

の
便

宜
を
圖

る

こ
ご
」

の
係
項

の
如

さ
、
叉

『
冷
藏

車

田

時

論

物
偵
調
節
問
題

、

第
十
五
巻

(第
四
號

一.〇
九
)

五
八
七

㌔

,



時

論

物
偵
調
節
問
題

第
†
五
巻

(第
四
號

一
一
〇
)

五
八
八

の
撒
を

一
層
増
加
す

る
こ
ご
」

の
如
き
、
其
他
主
要
都
市
に
於
け
る
小
運
邊
賃

の
低
下
を
討

つ
覚
り
、
電
車

の
貨

物
夜
間
運
送
を
行
は
し
む
る
こ
ご
の
如

き
も
、
殆
ん
ご
多
く
消
費
者
の
利
便
ε
は
な
ら
な

い
で
、
中
間
商
人
の
利

益

の
爲
め
に
の
み
用
ゐ
ら
れ
、
盆

々
彼
等
を
し
て
暴
利
を
檀
に
す

る
に
便
宜
を
得
せ
.し
む
る
に
終

る
に
過
ぎ
な

い

で
あ
ら
う
。

果
し
て
撚
り
ε
せ
ば
、
今
物
償
調
節

の
業
を
布
敷

に
行
は
ん
`
せ
ば
、
政
府

の
調
節
策
の
多
数
の
項
目
の
示
す

が
如
く
、
経
済

の
組
織
を
整

へ
る
こ
ぜ
に
墨
力
す
る
も
必
要
だ
が
、
"斯
か
る
瞥
養
増
進
的
な
生
理
的
な
治
療
法
以

外

に
、
之
ε
併
せ
て
商
人
の
暴
利
取
締

に
關
す
る
法
令
を
設
け
、
嚴
重
に
之
を
画
行
ず
る
外
科
手
術
的
な
病
理
的

な
治
療
を
行
ふ
こ
ご
が
必
要
で
あ
る
。

而
し
て
之
を
行
ふ
に
就
い
て
は
、
簡
軍
な
行
政
取
締
令

の
如
き
で
は
到
底
十
分
な
敷
果
は
禦
げ
難

い
か
ら
、
堂

々
陀
る
法
律
を
設
け
て
、
警
察
ε
司
法
の
カ
に
依
て
徹
底
的
に
之
を
願
行
す

べ
き
で
あ
る
。
米
国

し
於
て
一・
ラ
ス

ト
禁
止
法
が
設
け
ら
れ
叉
食
糧
管
理
法
が
布
か
れ
た
る
が
如
く
に
、
法
律
を
制
定
す
る
こ
ご
が
、
是
非

ご
も
必
要

ロ

ラ

ε
考

へ
ら
れ
る
。
そ
し
て
米
国
食
糧
管
理
注
に
於
け
る
が
如

く
、

一
生
活
必
需
品
の
市
債
を
騰
貴
せ
し
め
叉
は
供

ラ

給
を
制
限
す
る
目
的
を
以
て
之
を
破
毀
す
る
こ
ご
二
故
意

に
浪
費
し
叉
は
之
が
生
産
叉
は
運
送
中
故
意
に
損
傷
腐

く

殿
せ
し
む
る
ご
当

職
匿
す
る
三
。
四
地
方
的
蚤

一
般
的
に
饗

す
・
・
急

之
れ
が
取
引
中
不
公
正
な
る
手

(
ラ

ラ

段

を
用
ゐ
叉
は
不
當
な
る
手
敷
料
を
課
し
叉
は
浪
費
的
の
取
扱
を
寫
す

こ
蓬
六
他
人
ε
共
同
し
て
イ
生
活
必
需
品
.

(

(

.



、

ラ

ラ

・の
運
送
・蛋
産
・牧
穫
・供
給
・貯
蔵

又
は
取
引
上

必
要

な

る
設

備

の
利
用

を
制
限

し

ロ
之

が
供

給

の
分
量
を
制
限

し

ハ

(

(

ヘ
ノ

ラ

乏

が
分
削
を
制
限
し

一[
之
が
市
債
を
騰
貴
せ
し
む
る
目
的
を
以
て
生
産
を
妨
害
し
又
は
減
少
す

る
こ
ε
ホ
之
が
販

■

(

、賞
上
通
當
な
る
代
償
を
請
求
し
叉
は
本
法
に
於
て
禁
ぜ
ら
れ
た
る
諸
行
爲
を
討
勒
す

る
こ
ご
を
禁
止
す
る
位
の
所

は
Ψ
正
に
そ
の
法
律
上
に
之
を
規
定
す

べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
叉
米
国
同
法
に
於
け
る
が
如
く
」
、
生
活
必
需
品
を

く

.

故
意
に
藏
匿
せ
る
者
は
罰
金
最
高
五
千
蹄
叉
は
二
年
間

(以
下
P
)
の
禁
錮
又
は
阿
刑
に
威
す

べ
し
⊃
市
働
を
騰
.

(

・貴
せ
し
め
又
は
供
給
を
減
少
せ
し
む
る
目
的
を
以
て
生
活
必
需
品
を
故
意
に
仮
殿
す

る
者
は
最
高
五
千
弗
の
罰
金

ラ

欠

は
ニ
ケ
年
以
下
の
禁
錮
又
は
而
刑
に
威
す

べ
し
三
他
人

ご
共
同
し
て
生
活
必
需
品
の
運
搬
・
生
産
・
供
給
・貯
蔵

.

又
は
取
引
上
の
必
要
な
る
設
備
の
利
用
を
制
限
し
、
或
は
之
が
供
給
及
び
分
配
を
制
限
し
、
或
は
市
償
を
引
上
ぐ

.

る
目
的
を
以
て
之
が
錘

を
嬉

し
制
限
し
又
は
減
少
。
。
む
る
者
は
影

回
藷

。
罰
婁

は
ニ
ケ
年
以
下
。

鷲

㍉禁
錮
叉
は
両
刑
に
威
す

べ
し
ご
規
定
す

る
位
の
制
裁
は
之
を
設
け
て
然
る
べ
ざ
で
あ
る
。

削

此
か
る
法
律
を
制
定
す

る
ご
同
時
に
必
要
な
る
事
項
は
、
之
が
厨
行

に
閲
し
て
検
事
局
の
大

い
に
活
動
す

る
こ

傾二

、ε
米
國
に
於
け
る
が
如
く
な
る
こ
ピ
之

で

あ

る
。

米
國
検
事
総
長
が
熱
心

に
食
糧
管
理
法
等
の
願
行

に
努

め
、

一
八

部

下
の
機
關
を
督
拗

し
て
暴
利
者
の
槍
叢

轡

聾

し
た
る
は
、
大

い
に
推
奨
に
値
す

・
暫

謂
は
ね
ば
な
ら

裡

澱
。
何
れ
に
し
て
も
法
律
が
漸
蓋

含
味
を
加

へ
凍
る
に
つ
れ
て
・
蟄

居

の
如
き
は
先
づ
以
て
裁
割
誓

い
ふ

鵬

別

天
地
よ
り
出
で
」
内
成
可
く
實
飛
禽

ε
接
燭
し
、
肚
會

の
實
質
的
利
盆
の
増
進
蓬
舳
會
生
活
の

一
般
的
調
子
を

切

時

論

物
慣
調
節
問
題
.

第
十
王
春

(蛸
四
號

=

ご

玉
八
九

,



時

論

物
償
調
節
問
題

第
十
五
巻

(第
四
胱

↓
一
二
)

五
九
〇

整

へ
る

こ
`
》
に
.
落
す
所

益

々
多
き

に
至
ら

ね
ば

な
ら

戯
。
法
律

・し
裁

判
所

ε
は

、
個

人

の
物

を
盗

ん
だ
ザ
殿

.

偏
し
督

す
る
鼠
賊
叢

極

所
罰
す
る
所
み
る
も
必
饗

が
、
そ
れ
高

聴
に
、
血
會

疲

の
利
益
を
盗
み
傷

・く

る
輩

に
野

し
て
、
十
分

な

る
取
締
を
行

ひ
、
制
裁

を
加

ふ
る
必

要

の
、
更

に
切
實

な
る
も

の
あ

る
を

思
は

な
く

て

は
な
ら
一ぬ
。

世

の
中

に
は
暴
利
取
締
法

の
無

き

に
依

て
商
人

の

管
渠

の
自
由

を
制
限
し
た
り
、
警
察

や
裁
制
.所

で
以
て
之

に

.

干
渉

し
だ
り
す

る
の
は
、
人

権
蹂
躪

で
.め

る
か

の
如

く
考

へ
、
頻

り
に
之
を
非
難

せ

ん
ε
す

る
者

が
あ

る
け
れ
こ

も

、
今

の
世

に
こ
ん
な
固
隅

な
考

の
行

は
れ
得

べ
き
筈

の
も

の
で
は
な

く
、
そ

ん
な
非
肚
會
的

な
見
地

の
容

れ
ら

る

一.
き
鯨
地

は
な

い
。
彼

の
自

然

法
的
な
考

か
ら

天
賦
人
権

説
を
唱

ふ
る
者

で
あ

っ
て
も
、
麟
業

の
自

由
な

る
も

の
が
其

の
所
謂

人
権

の
範
園
内

に
入

る
や
否

や
に
就

い
て
は
、
疑
な

き
を
得

な

い
で
る
ら
う
。
ま

し
て
現

今

一
般

の
見
地

よ
り
之
を
見

れ
ば

、
鱗

葉

の
自
由

の
如

き
は
、

た

ゴ
肚
會
…
…
般

の
利
益

ぜし
背
馳
せ

ざ

る
限

り

に
於

て
認

め

ら

る

べ
き
も

の
た

る
や
疑

な

き
所

で
あ

る
。
肚

會

一
般

の
利
益
を
傷

け
や
う
ご
も
、
暴

利
を
貪

る
こ
ε
に
俵

て
消

工費
者
多

激
を
し

て
生
活

上
の
困
難

に
泣

か
し

め
や
う

ε
も
、
管

渠
は
自
由

だ
か
ら
国
家
も
法
律
も

之

に
干

渉

し
得

べ
き
も
の
に
あ
ら
す

為

す
が
如
き
は
、
今
日
の
肚
曾
爾
活
.一

否
如
何
な
る
時
代
の
肚
會
生
活
の
下
に
於
て
も

.
許
さ
れ
得

べ
き
も
の
で
な

い
。
か

・
る
罐

な
個
人
行
動
の
畠

暦

ビ
…

、
ク
牛

ソ
あ

生
活
状
態
の

.

下

に
於

て

の
み
考

へ
得
ら

れ

る
所

で
あ

る
。

、

國



叉
自

分
共

の
楼

業

が
不
利
益

を
被

る

ε
い
ふ
理
由

で
消
盛
節

約

に
反

射

し
、
引

い
て
物

償
調

節

に
反
謝
す

る
輩
.

の
如

き
も
、
宜

し
く

ロ
ビ

ン
ソ
ン
島

に
放

逐

せ
ち

る

べ
き
手

合

把
る
に
過

ぎ

ぬ
。

要
す

る
に
物

価
調
節

の
事
業

は
翠

國

一
致

の
事
業

で
あ
る
。

企
耽
會

的

嚇
業

で
あ
る
。

=
力
に
於

て
国

家

の
政

策

の
行
は

れ
る
ε
共

に
、
之

ご
杣
並

び
柑
扶

け
て
肚

曾

一
般

の
努

刀
の
行
は

れ
る

に
依

て
甫

の
て
碁

勢
を
奏
し
得

る
で
あ
ら

う
。
私

は
そ
の
意
味

に
於

て
政
府

の
行

は

ん
ε
す

る
所

は
国
民

　
般

の
之
を
諒

ざ
す

べ
き
も

の
た

る
を
,

信

挙
る
の
で
あ
る
が
、
た

～
敢
府

は
先

般
公

に
さ
れ

た
る
所

だ
け
を
行

ふ
を

以
て
足

れ
り

こ
せ
す

、
A
「
一
つ
暴

利

取
締

を
断
行

す

る
こ
ご

に
依

て
.
事
業
を
し

て
致
果

あ
ら
し
む

る
ε
同

時

に
、
弛

贋

せ
る
商
界

の
熱
風

を
革
醒

せ

ん

こ
ε
な
希

望
せ
ざ

る
を
得

な

い
の
で

あ
る
。

そ
し

て
此

の
革

醒
は
消
費
節

約

に
依

る
民

心

一
般

の
緊

浦

ご
並

び

行

は
る

、
に
於
て
、
近
時
著

し
き
毅
が
計
會

生
活

よ

の
廃
頽
的
精
気

を
破

る
に
足

る
で
あ

ら
う
。

(完

∀

■

時

論

物
償
調
節
問
題

第
十
五
巻

(第
四
號

=

三
)

五
九
一


